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序　　　　　文

　ヴィエトナム社会主義共和国重要政策中枢支援（法整備支援フェーズⅡ）プロジェクトは平成

11年 12 月から３年近くにわたり、ヴィエトナム社会主義共和国司法省、最高人民検察院、最高

人民裁判所をカウンターパート機関として実施されてきました。

　本プロジェクトは、ヴィエトナム社会主義共和国の市場経済化に必要な民商事法分野の法律・

執行体制、法体系及び人材育成システムの整備を上位目標として、協力開始以来、本邦並びに

ヴィエトナム社会主義共和国において、個別立法に関する研修や短期専門家派遣によるセミナー

を実施するとともに、民法に関するワークショップを開催し、民法の改正支援を進めてきていま

す。

　平成 14年１月に派遣された「平成13年度計画打合せ」調査団にて、鳥瞰図作成、実態調査を

改正民法草案へ反映させることについては、討議議事録（R／D）の期間終了となる平成14年12月

以降も継続した作業が数か月程度必要との意見が日本国・ヴィエトナム社会主義共和国双方で出

されました。

　本件調査は、協力期間の延長に先立ち、これまでの協力活動の成果を評価し、今後実施が予定

されるフォローアップ協力、及び次フェーズの協力を効果的に行うための提言と、他の法整備プ

ロジェクトに活用し得る一般的教訓を導き出すことを目的に実施しました。本調査結果による事

業改善に向けた具体的な提言を実現し、今後支援が予定される他国の法整備プロジェクトに一般

的教訓をできる限り反映させていきたいと考えています。

　最後に、これまで本プロジェクトの実施にあたりご協力頂いた日本国・ヴィエトナム社会主義

共和国両国の関係者各位に対して謝意を表するとともに、今後のご支援を併せてお願いする次第

です。

　平成 14 年 12 月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国際協力事業団
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事　諏訪



１．協力の背景と概要

　1999年12月１日の協力開始以来、ヴィエトナム社会主義共和国（以下、「ヴィエトナム」と

記す）の市場経済化に適合した法の整備に資するべく、民法・商法等の市場経済化に必要な法

的枠組みの整備に対する支援を行ってきた。協力にあたっては、①個別立法作業への助言、

②法体系の整備への助言（ヴィエトナム現行法令の鳥瞰図作成、民法改正共同研究）、③法曹

養成（司法官僚、裁判官、検察官）を３本柱として、長期専門家（４名）、短期専門家（年間

20 名程度）、国別特設研修（年間 40 名程度）、機材供与（コンピューター等年間 1,000 万円程

度）の投入を行ってきた。

　なお、本プロジェクトフェーズⅠは 1996 年 12月から３年間実施され、同国が急速な経済・

社会改革に対応するために取り組んでいる各種法律（特に市場経済の導入に対応した民法、商

法等）の整備及び人材育成等について専門家派遣、研修員受入れを中心とした技術協力を実施

した。

２．協力内容

（1）上位目標（Overall Goal）

　ヴィエトナムの市場経済化に必要な民商事法分野の法律・執行体制、法体系及び法曹人材

育成システムが整備される。

（2）プロジェクト目標（Project Purpose）

　日本の民商事法を中心とした法律の専門的な知識・経験、法体系のあり方及び法曹人材育

成のシステムをヴィエトナムの法律関係者が習得し、同国の法制度整備が促進される。

評価調査結果要約表

Ⅰ．案件の概要

国　　名：ヴィエトナム社会主義共和国

分　　野：法制度整備

所轄部署：アジア第一部インドシナ課

協力期間

案件名：重要政策中枢支援（法整備支援

　　　　フェーズⅡ）終了時評価調査

援助形態：チーム派遣

協力金額（評価時点）：４億 9,422 万 1,000 円

先方関係機関：司法省、最高人民検察院、最高

人民裁判所

日本側協力機関：法務省（法務総合研究所）、

名古屋大学、最高裁判所、日本弁護士連合会

他の関連協力：国内支援委員会並びに民法改

正共同研究会

（フェーズⅠ）：1996 年 12 月１日

～ 1999 年 11 月 30 日

（フェーズⅡ）：1999 年 12 月１日

～ 2002 年 11 月 30 日



（3）成果（Outputs）

1） 民商事法及びその関連法規を中心とした立法作業に必要な基礎的知識が習得される。

2） 民商事法の法体系のあり方が提示される。

3） 市場経済化の進展に合致したヴィエトナム改正民法の草案が作成される。

4） 法曹人材の育成が促進される。

（4）活動（Activities）

1）－１　協力対象とする法規を検討する。

1）－２　セミナー・ワークショップ開催計画を策定する。

1）－３　日本の民法、その他関連法規の立法作業・手続きに関するセミナー・ワークショッ

プを開催する。

1）－４　日本のその他法規の立法作業・手続きに関するセミナー・ワークショップを開催

する。

1）－５　セミナー・ワークショップ受講者に対してアンケート調査を行う。

1）－６　セミナー・ワークショップが開催された法規について、ヴィエトナムの当該法規

を分析・検討する。

2）－１　ヴィエトナム法制度（鳥瞰図）作成に関する協力計画を策定する。

2）－２　民法、商法及び関連法規の個別条文を分析する。

2）－３　民法、商法及び関連法規の分類項目を策定する。

2）－４　民法、商法及び関連法規の各条文について、分類項目に基づいて分類する。

2）－５　分類結果に基づき、各法規間の矛盾・重複を解析する。

2）－６　鳥瞰図作成に必要なセミナー・ワークショップを開催する。

2）－７　鳥瞰図を作成する。

3）－１　民法改正共同研究の研究計画を策定する。

3）－２　文献調査・判例分析を行う。

3）－３　民法の施行実態調査を行う。

3）－４　現行民法の問題点を抽出する。

3）－５　民法改正に必要なセミナー・ワークショップを開催する。

3）－６　草案検討会を開催する。

4）－１　協力対象とする内容を分析する。

4）－２　セミナー・ワークショップ開催計画を策定する。

4）－３　法曹養成に関するセミナー・ワークショップを開催する。



4）－４　セミナー・ワークショップ受講者に対してアンケート調査を行う。

4）－５　法曹養成学校のカリキュラムを精査する。

4）－６　精査したカリキュラムを改良する。

4）－７　法曹養成学校で用いるテキストを作成する。

4）－８　裁判官・弁護士マニュアルを作成する。

4）－９　法曹養成学校において講義を行う。

4）－10 　法学部生に対して講義を行う。

（5）投入（評価時点）

日本側　：長期専門家派遣 ７名 機材供与 1,918 万 6,000 円

　　　　　短期専門家派遣 50 名 ローカルコスト負担　　　――― 円

　　　　　研修員受入れ 108 名

相手国側：土地、執務室の機材、運営管理費、カウンターパートの配置

　　　　　　（管理者及び調整員含む）等

Ⅱ．評価調査団の概要

 （担当分野）  （氏名） 　　　　　　　　　（所属）

団　長 梅崎　路子 国際協力事業団アジア第一部インドシナ課　課長

技術評価 進藤　兵 名古屋大学法学研究科　助教授

　調査者 計画評価 石亀　敬治 国際協力事業団アジア第一部インドシナ課

評価分析１ 水口　佳樹 中部電力株式会社

評価分析２ 櫻井　友彰 中部電力株式会社

通　訳 初鹿野マイ 財団法人日本国際協力センター（JICE）

 調査期間 2002 年 10 月９日～ 10 月 26 日 　　　　　評価種類：終了時評価



１．評価結果の要約

（1）妥当性

　外務省による国別援助計画、JICA による国別事業実施計画及びヴィエトナムによる

“The Strategy for Socio-Economic Development 2001-2010”との内容の整合性が確認された。

協力の対象とした法令は、国会の立法計画にすべてリストアップされていることからも、プ

ロジェクトの妥当性は高い。

　

（2）有効性

　プロジェクトの最終的な受益者であるヴィエトナム国民にプロジェクトの効果が裨益する

には時間がかかるものの、司法省（MOJ）、最高人民裁判所（SPC）及び最高人民検察院（SPP）

職員は国情に合わせた法律の起草又は改正に必要な知識を習得しているため、直接の受益者

に対しては有効であった。

　

（3）効率性

・成果①（立法作業）

　プロジェクトを通じて習得した知識を生かし、法令の草案を作成中であり、一定の効率

性は確保されたといえる。ただし、本邦研修については、日本とヴィエトナム双方が研修

内容や参加者の選定について事前に入念な打合せを行い、合意のうえで実施していればよ

り効率的な研修の実施が実現したものと考えられる。また、国別特設研修そのものはそれ

ぞれ一定の成果をあげているが、その位置づけと目標の不明確さにより、成果との関連は

明確ではなく、この点において効率性が高いとはいい難い。

・成果②（法体系のあり方の提示）

　プロジェクト開始当初の計画を変更したことにより、鳥瞰図の作成作業に若干の遅れが

みられるが、2003 年３月末までには作業が終了する予定であり、効率性は確保された。

・成果③（民法改正）

　実態調査結果の改正民法への反映が、今後の作業として残されているが、効率性は確保

された。

・成果④（法曹人材の育成）

　プロジェクト開始当初は明確な計画がなかったが、効率性はおおむね確保された。

Ⅲ．評価結果の概要



（4）インパクト

　日本・ヴィエトナム双方で以下の３点が確認された。

①　法案の提出時期を遅らせることになっても民法を全面的に改正するとの決断がなされ

たこと

②　The National Judicial Academy の設立など法曹養成分野の機関の再編成を側面的に促

進したこと

③　ヴィエトナムの法整備支援分野にかかわる人（他ドナーを含む）の間で本プロジェク

トが高く評価され、無視できない存在になっていること

　また、日本側からは以下の意見があった。

④　法曹三者に加え大学関係者を含めた法律関係者による協力体制が構築されたこと

（5）自立発展性

・制度的側面

　機関の再編成や法曹養成の重要性が認識されていることから、自立発展性は高い。

・財政的側面

　MOJ、SPC及びSPPともに特別なプロジェクトを実施するには十分な予算確保がなされ

ておらず、高くはない（低くもない）。

・技術的側面

　市場経済化に向けた法整備の更なるニーズを満たすためには、日本を含めた外国からの

支援が必要。

２．効果発現に貢献した要因

（1）柔軟な計画の見直し（プロセス型アプローチの実施）

　本プロジェクトは、日本が実施した初めての法整備支援であり、試行錯誤のなかで実施し

てきた。要望又は問題については、長期専門家による対応や年次協議調査における計画見直

しにより柔軟に対応がなされたため、効果的に事業が実施された。特に、個別立法支援にお

いては、年度ごとのヴィエトナム立法政策に合わせ、年次協議にて支援対象の法律を決定し

たため、ヴィエトナム側のニーズにあった支援活動計画を立てることができた。



（2）長期専門家の配置

　長期専門家の配置は、法務省、最高裁判所、日本弁護士連合会、JICAからの各１名計４名

体制で実施されたため、それぞれの国内協力機関に対する依頼が迅速に行われた。また、各

専門家がヴィエトナム側機関の主担当をもち、情報交換が十分なされていたため意思疎通が

円滑であった。

（3）特定の人材を対象とした継続的な支援（知的なインプットの反復）

　民法改正については、特定の人材に対して研修及び現地でのワークショップを通じて知的

なインプットを継続して実施した。その結果、日本側の意見がおおむね反映された草案が作

成されつつあり、また、民法全面改正への方針転換などのインパクトをもたらした。

３．問題点及び問題を惹起した要因

（1）プロジェクトの計画に関すること

　計画時において、ヴィエトナム側が機関ごとの投入量の配分を重視していたため、プロ

ジェクト・サイクル・マネージメント（PCM）手法に基づく計画策定が十分に徹底されず機

関ごとの投入を考慮した計画が策定された。

　また、ワークショップを通じてプロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）の作成な

どがなされず、当該分野における解決すべき課題やプロジェクトのデザインの詳細につい

て、日本・ヴィエトナム双方で認識の共有が十分でなかった。

　さらに、フェーズⅠの協力を基に、フェーズⅡにおける協力の３つの柱（課題）を決定し

たが、１つのプロジェクトとして構成するためすべての課題を包括する目標を設置した。そ

のため、プロジェクト目標が協力期間終了後にどのような結果であるべきかが明確に表現さ

れたものではなく、当該分野の支援がめざすべきヴィジョン（PDMでいう super goal）に近

いものとなり、成果の実現＝目標の達成との関係にならなかった。また、各関係者間でプロ

ジェクトの目標の解釈について差異が生じる余地が残った。

　事前調査の不足から、リーガル・データベース作成については、他のドナーの支援がのち

に発覚し、協力内容の変更を余儀なくされた。



（2）ヴィエトナム側実施体制

　ヴィエトナム側の調整役を担う予定であったMOJが組織上SPCとSPPの下部機関となる

ため、調整が困難であった。その結果、カウンターパート機関が３者に増えたことによる相

乗効果が発揮されなかった。

　また、民法改正の実態調査など部局にまたがる活動はヴィエトナム側の縦割りにより十分

な効果が発揮されなかった。

（3）日本側のマネージメント

　計画段階で作成した PDMを基に進捗・管理を行わなかった。また、現地側の問い合わせ

や検討依頼事項について、レスポンスが遅いか又は支援委員会へそのまま検討を依頼するこ

とがあり、プロジェクトのマネージメント実施主体としての役割を十分に発揮しなかった。

４．結　論

　本プロジェクトは、様々な制約のなかで計画がなされ、また実施中も開始当初予期しなかっ

た問題に直面したが、試行錯誤のなかでその都度問題解決を行い、プロジェクトを実施してき

た。プロジェクトの活動を通じて、法曹人材の育成及び民法改正を中心とした市場経済化を促

進する各種法令の整備に貢献するなど、プロジェクトの目標を実現する多くの成果の達成が確

認されており、「プロジェクトは総じて成功裏に実施された」といえる。

　ただし、鳥瞰図の作成、実態調査を改正民法草案へ反映することについては今後数か月間の

作業が必要となるので、2003年３月31日までのプロジェクトの協力期間の延長が必要である。

　他方、自立発展性（技術的側面）の観点から、市場経済化を促進する法制度・司法制度の強

化のためには外国からの支援が引き続き必要であり、フェーズⅢの実施など日本からの支援を

継続することが妥当である。支援の内容としては、日本・ヴィエトナム双方にて政策へのイン

パクトが評価され、かつ、日本側のリソースを活用し得る全面改正を意図した「民法改正」や

The National Judicial Academy設立準備支援を含めた「法曹人材の育成」などに焦点を当てて

実施することをまずは検討すべきである。



５．提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言）

（1）当初計画の重要性

　課題及びプロジェクトのデザインに関する日本・ヴィエトナム間の共有、受入機関のキャ

パシティーの調査、他のドナーの支援との連携や詳細活動計画の策定等を実施するために、

コンサルタントを現地に派遣し、情報収集や入念な PDM作成などを実施するため、期間を

十分とり事前調査を行う。

　また、その際には、PCMに基づく計画づくり及び進捗管理を徹底する。具体的には、終了

時に達成度を測れる目標・成果の設定、詳細な活動計画の策定、適切な評価指標の設定など

を行う。また、進捗管理においても、PDMを活用し必要に応じて PDM の見直しを行う。

（2）関係機関、関係者間の意思疎通

　プロジェクトの活動に応じてヴィエトナム側の調整機関をつくる必要がある。ただし、縦

割り意識の強いヴィエトナムにおいては、すべてをヴィエトナム側に任せることは困難であ

り、当面、長期専門家による一定のサポートが必要である。

（3）長期専門家のより有効な活用

　現地主導型の案件の実施をめざし、できる限り長期専門家及び現地事務所にて判断できる

計画及び体制づくりを実現する。また、長期専門家が独自に現地にて技術を移転することが

できる活動を行う。

（4）フェーズⅢプロジェクトの協力形態

　より迅速な意思決定、及び関係者間の会議参加などによる負担を軽減するために、国内支

援委員会を含めた組織の改編を行う。支援委員会は他国の支援を含めた大枠のプログラム全

体に係る内容やプロジェクトの方向性に係る内容について協議し、助言を行う。これまで支

援委員会の議題としてあがっていた実施に係る詳細な意思決定及び問題解決については、他

の連絡会などの組織を設立し同組織で決定する。また、複数のプロジェクトを実施する場合

には、各プロジェクトの作業部会の設置も必要である。



（5）立法支援の目的の明確化と投入の区別

　立法支援（民法改正支援を含む）を実施する場合は、目的を明確にし、その目的に沿った

投入を行う。具体的には、以下の２つに区別する。

①　草案作成を目的とする支援（例、民法改正）：支援対象となるヴィエトナム側の対象

者を決め、現地ワークショップや本邦研修など継続した支援を行い、草案の個別指導に

加え、長期的な立法担当官の育成を視野に入れた支援を行う。

②　日本や他の諸外国の法制度の紹介を目的とする支援：知識の提供にとどまるため、原

則として長期専門家による対応とし、必要に応じて日本国内の専門家を講師として派遣

し現地セミナーを行う（本邦研修は実施しない）。

６．教訓（当該プロジェクトから導き出された他の類似プロジェクトの発掘・形成、実施、運営

管理に参考となる事柄）

（1）他ドナーとの協調

　当該分野の支援は他のドナーの支援が実施されていることが多い。これにより、計画段階

から積極的な連携を図り、支援の重複を避け効果的な事業実施を行うことが必要である。ま

た、プロジェクトの活動のひとつとして、ドナー間の調整を取り入れ現地専門家配置等の体

制を築くことが適当である。

（2）評価手法の開発

　当該プロジェクトのようないわゆる知的支援型の協力は、「政策支援」型であるかゆえに、

日本側の知的インプットをどこまで採用するかは相手方しだいであり、通常の結果を中心と

した評価に加え、よりインパクトに注目した評価を実施する。そのため、モニタリングの強

化が必要である。

　また、学術的評価手法の開発導入が望まれるため、名古屋大学が実施している当該分野の

研究プロジェクトとの協調を行い、相互の情報交換を行うなど実務と研究のフィードバック

を行う。
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第１章　終了時評価調査の概要

１－１　調査団派遣の経緯と目的

（1）1999 年 12 月１日の協力開始以来、ヴィエトナム社会主義共和国（以下、「ヴィエトナム」

と記す）の市場経済化に適合した行政体制の整備を図るため、民法・商法等の市場経済化に

必要な法的枠組みの整備に対する支援を行ってきた。協力にあたっては、①個別立法作業へ

の助言、②法体系の整備への助言（ヴィエトナム現行法令の鳥瞰図作成、民法改正共同研

究）、③法曹養成（司法官僚、裁判官、検察官）を３本柱として、長期専門家（４名）、短期

専門家（年間 20 名程度）、国別特設研修（年間 40 名程度）、機材供与（コンピューター等年

間 1,000 万円程度）の投入を行ってきた。

（2）2002 年１月に派遣された「平成 13 年度計画打合せ」調査団にて、フェーズⅡプロジェク

トの主要な協力内容である民法改正の作業については、2003年４月以降に国会への上程が予

定されており、討議議事録（R／ D）の期間終了となる 2002 年 11 月以降も継続した支援が

必要との意見が日本・ヴィエトナム双方で出されたが、これまでの活動の評価は実施してお

らず、他の協力を含めたその後のフォローアップ内容について、確定するには情報が不足し

ている状態であるため、今般本件調査団を派遣することとした。

１－２　調査団の構成と調査期間

１－２－１　調査団の構成

構成（担当分野） 氏　名 所　　属

団　長 梅崎　路子 国際協力事業団アジア第一部インドシナ課　課長

技術評価 進藤　兵　 名古屋大学法学研究科　助教授

計画評価 石亀　敬治 国際協力事業団アジア第一部インドシナ課

評価分析１
（取りまとめ、MOJ担当）

水口　佳樹 中部電力株式会社

評価分析２
（SPP、SPC担当）

櫻井　友彰 中部電力株式会社

通　訳 初鹿野マイ 財団法人日本国際協力センター（JICE）

＊名古屋大学国際開発研究科 佐藤 安信 教授がオブザーバーとして全日程参加。
　MOJ：司法省
　SPP ：最高人民検察院
　SPC：最高人民裁判所
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１－２－２　調査期間

　評価分析１、評価分析２ 2002 年 10 月 ９ 日～ 10 月 26 日

　その他団員 2002 年 10 月 19 日～ 10 月 26 日

１－３　対象プロジェクトの概要

１－３－１　プロジェクトの背景

　ヴィエトナム政府は、1986年のドイモイ路線採用以降、市場経済化と対外開放政策を推進し

ている。そのためには旧ソ連の法制度を基礎として構築した法体系を見直し、市場経済化を支

援する新たな法的な枠組みを構築することが現在の急務となっており、ヴィエトナム司法省

（MOJ）は各国政府及び国際機関の協力により法律の整備を進め、1992年に新憲法、また1993年

に民法を制定した。ヴィエトナム政府は引き続き商法や民事訴訟法等の法律や民法典の付属法

令を早急に整備する必要がある。

　かかる背景を踏まえ、ヴィエトナム政府は 1994 年２月に行われた年次協議にて、同国が急

速な経済・社会改革に対応するために取り組んでいる各種法律（特に市場経済の導入に対応し

た民法、商法等）の整備及び人材育成等についての協力を我が国政府に要請した。これを受

け、我が国は 1996 年３月に R／ Dを署名・交換し、法整備支援プロジェクトが開始された。

　1999 年 11 月の同プロジェクト終了に先立って、日本・ヴィエトナム間で継続的な支援が必

要との合意に達し、フェーズⅡプロジェクトの協力計画策定が開始された。同年１月に行われ

た基礎調査及び同年７月に行われた事前調査の結果を受け、同年 11 月に R ／ D を署名・交換

し、本フェーズⅡプロジェクトは 12 月より開始された。

１－３－２　プロジェクトの計画内容

　R／ Dとともに署名・交換されたメモランダムにおいて、日本・ヴィエトナム間で合意に達

した計画内容は以下のとおりである。なお、プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）

は付属資料５．に示す。

（1）上位目標（Overall Goal）

　ヴィエトナムの市場経済化に必要な民商事法分野の法律・執行体制、法体系及び法曹人

材育成システムが整備される。

（2）プロジェクト目標（Project Purpose）

　日本の民商事法を中心とした法律の専門的な知識・経験、法体系のあり方及び法曹人材

育成のシステムをヴィエトナムの法律関係者が習得し、同国の法制度整備が促進される。
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（3）成果（Outputs）

1） 日本の民法、商法を中心とした法律の専門的な知識・経験がヴィエトナムの法律関係

者に習得されることで立法作業が促進される。

2） 法体系の整合性に関する分析、法執行上の諸問題及び慣習法からの影響をヴィエトナ

ム側との共同作業で明らかにしたうえで、同国の法体系のあり方が提示される。

3） 裁判官・検察官の人材育成のためのシステムづくりが促進される。

（4）活動（Activities）

0） 日本・ヴィエトナムから成るステアリングコミッティを組織する。

1）－１　長期専門家が法令の改正・起草に助言する。

1）－２ 　短期専門家がヴィエトナムでセミナー・ワークショップを開催する。

1）－３ 　日本に短期・長期の研修員を受け入れる。

1）－４ 　必要に応じて法律文献を供与する。

1）－５ 　必要に応じて機材を供与する。

2）－１ 　民法及び関連規則に関する共同研究を実施する。

2）－１－１　共同研究を実施する（社会調査及びワークショップを含む）。

2）－１－２　短期専門家がヴィエトナムでワークショップを開催する。

2）－１－３　必要に応じて法律文献を供与する。

2）－１－４　必要に応じて機材を供与する。

2）－２　法体系の現状に関する分析を行う。

2）－２－１　司法省等の地方支局とともに共同研究を実施する。

2）－２－２　長期専門家が法体系の整備に関して助言する。

2）－２－３　短期専門家がヴィエトナムでセミナー・ワークショップを開催する。

3）－１　長期専門家が法曹人材の育成に関する助言を行う。

3）－２　短期専門家がヴィエトナムで法曹人材育成システムに関するセミナー・ワーク

ショップを開催する。

3）－３　日本で集団型研修コースを実施する。

3）－４　日本に長期研修員を受け入れ、学位を取得する。

3）－５　必要に応じて文献を供与する。

3）－６　必要に応じて機材を供与する。
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１－３－３　プロジェクト実施体制

（1）日本側

　本プロジェクトでは、プロジェクト活動の実施にあたって多くの日本側関係者が携わっ

た。以下にそれぞれの関係者及びその役割を述べる。また、概念図を図１－１に示す。

1） 現地プロジェクト

　長期専門家及び短期専門家から成る。実質的な技術移転を行う。主な活動内容は

ヴィエトナム側との折衝、ワークショップ開催（準備を含む）・フォローアップ、種々

の情報収集及び日本側への発信、他ドナーとの交流等である。

2） 国内支援委員会

　学識経験者、法務省、最高裁判所、日本弁護士連合会等関係者及び各協力機関から

成る。プロジェクト全般に係る助言・指導を行い、後述する年次協議において、活動

計画の決定を行う。最終的な意思決定機関。

3） 連絡協議会

　国内支援委員会の小委員会的な位置づけであり、円滑な意思疎通を図ることを目的

に設置。毎月行われる定例会合、及び民法改正共同研究会の議題設定等、国内支援委

員会及び民法改正共同研究会の効率的な実施を支援する業務を行う（原則メールで行

う）。

4） 民法改正共同研究会

　本プロジェクトにおける民法改正に特化して、現地のみではなく、日本国内におい

てヴィエトナム民法の分析、改正に対する提案を行う。

5） 事務局

　民法改正共同研究に係る業務進捗管理・現地専門家との連絡窓口、資料翻訳・校閲・

送付管理、国内支援委員会開催補助等を行う。財団法人国際民商事法センターが受託。

6） JICA アジア第一部インドシナ課

　プロジェクトの実施主体。プロジェクト計画策定・運営管理、モニタリング・評価、

専門家派遣・機材供与・研修員受入れ等に係る手続き業務、国内支援委員会運営等を

行う。

7） JICA ヴィエトナム事務所

　JICAの現地事務所として、早急な対応を要する懸案事項や現地事務所にて対応可能

な諸問題に対する助言・指導を与える。
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（2）ヴィエトナム側

　ヴィエトナム側関係組織は司法省（Ministry of Justice：MOJ）、最高人民裁判所（Supreme

People's Court：SPC）、及び最高人民検察院（Supreme People's Procuracy：SPC）である。

形式上、MOJをメインカウンターパートとして本プロジェクトの調整役に位置づけている。

　MOJ 内の関係機関は窓口は Department of International Law and Co-operation、立法支

援（成果１）関係部局は Department of Civil and Economic Law、鳥瞰図作成及び民法改

正支援（成果２）関係部局はDepartment of Civil and Economic Law 及び Institute of Legal

and Scientific Research、法曹養成（成果３）関係部局はLegal Professional Training School

である。

　SPC 内の関係機関は窓口は Institute for Judicial Science、立法支援（成果１）では主分

野である倒産法と民事訴訟法の関係部局はCivil Divisionや Economic Division等、鳥瞰図

作成及び民法改正支援（成果２）の関係部局はCivil Division や Economic Division 等、法

曹養成（成果３）関係部局は Institute for Judicial Science と Judicial Training School であ

る。

　SPP 内の関係機関は窓口は Institute for Procuratorial Science、立法支援（成果１）では

主分野である刑事訴訟法の関係部局は Criminal Cases Division や Division of Judgment

Execution等、鳥瞰図作成及び民法改正支援（成果２）の関係部局はCriminal Cases Division

や Division of Judgment Execution等、法曹養成（成果３）関係部局はCollege of Procuracy

である。

　ヴィエトナム側関係機関の本プロジェクトに対する概念図を図１－２に示す。

図１－１　日本側プロジェクト実施体制
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第２章　終了時評価の方法

２－１　PCM手法

　JICAではプロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）を使って評価５項目の視点を中心

に評価を行うプロジェクト・サイクル・マネージメント（PCM）手法を取り入れている。PCM手

法とは、開発援助プロジェクトの計画・実施・評価という一連のサイクルを「プロジェクト・デ

ザイン・マトリックス（PDM）」と呼ばれるプロジェクト概要表を用いて、運営管理する手法で

ある。PDMにはプロジェクトの構成要素である「目標」「活動」「投入」やプロジェクトをとりま

く「外部条件」の論理的な相関関係が示されている。PCM手法は、プロジェクト・サイクルの各

段階におけるPDMを中心とした参加型計画手法（PP）とモニタリング・評価手法（M&E）から

成っている。PCM手法の特長としては、大きく３つの点があげられる。

　第一は「一貫性」である。PDMを用いることによって、プロジェクト・サイクルの全過程を一

貫して運営管理することができる。

　第二の特長は「論理性」である。PDMの作成に至る各分析過程は「原因－結果」「手段－目的」

などの関係に基づいて、状況を論理的に分析するものである。

　第三の特長としては、計画段階及び評価段階における「参加型」があげられる。参加型計画手

法におけるワークショップ形式の協議においては、援助機関、援助受入機関、プロジェクトの受

益者など様々な立場の代表者が平等に取り上げられ、関係者がプロジェクトの計画作成へ主体的

に参加することを可能にする。

　JICAでは、このPCMを更に一歩発展させ、JICA PCM（JPCM）として活用している。PCM手

法による評価では、プロジェクトによって達成された結果に注目するため、プロジェクトの実施

過程を直接の評価対象にはしていない。しかしながら、これら結果を把握するためには、計画ど

おりにプロジェクト活動が行われたかを把握する必要がある。そのためJPCMでは評価５項目の

基礎情報として「計画の達成度（有効性）」の評価を追加している。

２－２　PCM手法によるプロジェクト評価

　評価調査では、評価用PDM（PDMe）を用いてプロジェクトの投入内容及び活動内容の確認、

成果・プロジェクトの達成状況を把握する。PDMeの作成は当初計画によるPDMを基として、様々

な資料やプロジェクト関係者の当初の意図を収集する必要がある。そのため、本評価調査では、

現地調査を行う前に、討議議事録（R／D）、計画打合せ調査団資料、国内支援委員会資料、関係

者インタビューを通じて当初計画時の関係者の意図等を収集した。また、本プロジェクトにおい

ては、当初計画において PDMは作成されていたものの、その内容は具体性に欠け、関係者間で

理解の齟齬が生じる可能性があったため、PDMe作成にあたってはプロジェクトで実際に行った
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内容を反映する形で活動内容を作成した。また、成果についても、プロジェクト目標の言い換え

に近い形が散見されたため、スリム化して簡潔な形で表すよう変更を加えている。PDMにおける

成果は、①立法支援、②法体系のあり方の提示（鳥瞰図作成・民法改正支援）、及び③法曹養成

であったが、本プロジェクトにおける民法改正支援の位置づけは高いことから、PDMeにおいて

はこれを１つの成果としてあげている。なお、上位目標、プロジェクト目標については大きな変

更はない。本評価調査にあたって作成した PDMe を付属資料６．に示す。

　また、評価調査を行うにあたっては、評価の目的、調査項目、評価の視点等を取りまとめ、こ

れらを基に評価グリッドを作成した。作成した評価グリッドを付属資料４．に示す。

２－３　評価５項目

　具体的な調査項目は、以下の評価５項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、及び自立発

展性）に沿って決定される。

（1）妥当性（relevance）

　プロジェクトの目標が受益者のニーズと合致しているか、援助国側の政策と日本の援助政

策との整合性はあるか、公的資金である ODA で実施する必要があるかといった「援助プロ

ジェクトの正当性」を問う視点である。

（2）有効性（effectiveness）

　プロジェクトの実施により本当にターゲットグループへ便益がもたらされているか（又

は、もたらされるか）を検証し、当該プロジェクトが有効であるかを判断するもの。PDMで

はプロジェクト目標がターゲットグループの直接効果（直接便益）であるので、プロジェク

ト目標が期待どおりに達成されているか、またそれが成果の結果もたらされたものであるか

をみることになる。

（3）効率性（efficiency）

　プロジェクトの資源の有効活用という観点から効率的であったか（又は効率性が見込める

か）どうかを検証するもの。PDMでは投入と成果の関係性をみることになる。投入コストが

成果やプロジェクト目標達成度合いに見合っているか、他の手段によってより効率的に行う

ことができたのではないかという視点である。

（4）インパクト（impact）

　プロジェクト実施によりもたらされる、より長期的短期的、直接的間接的効果やその波及
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効果をみるもの。当初予期した正負のインパクトとともに、プロジェクト計画時に予期しな

かった正負のインパクトも含む。

（5）自立発展性（sustainability）

　援助が終了してもプロジェクトで発現した効果が持続しているかどうか（又は、持続の見

込みはあるか）を検証するもの。プロジェクト目標や上位目標に着目し、プロジェクトが

もたらした直接的間接的効果が終了後一定期間経ても持続して発現し続けるかどうかをみる。

２－４　評価調査の流れ

　本評価調査では、以下のようなプロセスで調査を行った。

（1）国内準備期間

①　評価の目的の確認

②　評価設問の明確化と主な評価項目・調査項目の検討

③　評価調査団構成の検討

④　評価用 PDM（PDMe）の作成

⑤　調査項目と情報・データ収集方法の検討

⑥　評価グリッド（評価調査表）の作成

⑦　国内関係者に対するインタビュー調査

（2）現地調査調査期間

①　長期専門家に対するインタビュー調査

②　ヴィエトナム側関係者に対するインタビュー調査

③　情報・データの収集と分析

④　評価項目ごとの分析

⑤　評価結果に関する合意形成

⑥　結論・教訓・提言の策定

（3）国内整理期間

①　国内関係者に対するインタビュー調査

②　報告書の作成
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２－５　主な調査項目と情報・データ収集方法

　本評価調査にあたっては、プロジェクトの実施プロセスの検証を通じてプロジェクト活動の貢

献要因・阻害要因を分析し、今後の法整備支援プロジェクトに対する提言・教訓を導き出すこと、

また、本プロジェクト実施によるインパクトを検証すること、を中心に調査を行うこととした。

加えて、法整備支援という知的支援的側面の強い協力に対して、世界銀行やアジア開発銀行にお

いてその評価手法の検討が行われているという背景の下、本評価調査において用いた PCM手法

の「指標」に関する考察を行うことも目的のひとつとした。

　法整備支援は従来 JICAが中心的に行ってきた技術協力とは異なり、知的支援を中心とした協

力であるため、成果の達成状況や目標の達成状況、カウンターパートの知的向上レベルを測るた

めの、画一された定量的な指標が存在するわけではなく、かなりの部分を定性的な視点から判断

することとなる。そのため、本調査においては、本プロジェクトが創出した諸資料の精査及び関

係者に対するインタビューを中心に情報収集を行い、これらを総合的に判断して評価を行うこと

とした。

　調査活動としては、まず付属資料４．に示す評価グリッド（本付属資料は調査結果も併記）を

作成し、これを基にインタビュー項目を作成した。

　インタビュー内容は、①関係者が多く、プロジェクト内における立場がそれぞれ異なる、②プ

ロジェクト活動内においてそれぞれの果たす役割が異なる、の２つの観点から、関係者ごとにイ

ンタビュー項目を作成して聞き取りを行った。なお、プロジェクト計画の策定状況や実施体制、

今後の法整備支援に対する提言等、プロジェクトの根幹にかかわる部分については、関係者それ

ぞれに聞き取りを行った。インタビュー対象者は、日本側として①長期専門家、②長期専門家経

験者、③国内支援委員、④長期研修員受入大学関係者（名古屋大学）、⑤国別特設研修受入関係

者、⑥PCM手法関係組織（国際開発高等教育機構：FASID）とし、ヴィエトナム側として①プロ

ジェクト実施関係者（司法省：MOJ、最高人民裁判所：SPC、最高人民検察院：SPP）、②国別特

設研修受講者、③現地セミナー受講者とした。

　国内調査と現地調査の時間的な都合上、多くのインタビュー調査が現地調査からの帰国後とな

らざるを得なかったため、現地調査時に開催した合同評価会においてヴィエトナム側と協議・合

意した内容は中間評価として位置づけ、帰国後に行ったインタビューも踏まえた調査結果を最終

的な評価結果とした。

２－６　調査にあたっての制約条件

（1）時間的制約

　２－５において概説したが、調査における時間的制約を受けたために日本側インタビュー

調査は現地調査前に２名、現地調査後に12名を対象に行うこととなり、現地調査結果は中間
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評価的な位置づけとならざるを得なかった。

（2）第三者評価

　本評価調査は第三者評価を基本とすることが国内支援委員会において決定されたため、計

画評価団員以外は本プロジェクトにかかわりのなかった第三者を評価者として、選出した

（団長は本プロジェクトの本部担当課課長だが、調査団派遣直前に同職に赴任したため、本プ

ロジェクトの実施に過去携わっていなかった）。

　しかしながら上記（1）とも関連するが、現地調査前の事前準備期間が短かったために、調

査団員がプロジェクトの概略を把握するための時間があまりなく、結果として本来現地調査

前に把握しておくべき事項についても現地調査時に確認することとなった。

（3）定性的評価

　評価調査を行うにあたっては、定量的指標と定性的指標との組み合わせにより、客観性・

再現性を確保する必要がある。しかしながら、法整備支援の最適な方法論やその手法・バリ

エーションも確立されていないのと同様に、評価に係る指標等もまだ模索段階にある。特に

定量的指標についてはどのカテゴリーにどのような視点で適用できるかについて不明な点が

多く、JICA においても検討を重ねている段階である。

　そのため、本評価調査においても定性的評価に偏らざるを得ない状況であった。定性的評

価は能力強化、知識向上、行動変容などの質的側面を測るときに使われ、全体的な状況の把

握や、ある現象がなぜ、どのように起こったのか等の把握には適している一方、調査者やイ

ンタビュアーの主観や偏向に左右されやすいという欠点をもつ。本評価調査ではこれらに留

意しつつ上記（2）も踏まえて可能な限り客観性をもたせるよう、努力した。
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第３章　調査結果

３－１　現地調査総括（団長所感）

（1）今回の調査団は、法整備支援フェーズⅡ（1999 年 12 月～ 2002 年 11 月）の終了時評価を

目的に、2002 年 10 月９日～ 10 月 26 日（官団員は 10 月 19 日から）にヴィエトナムに派遣

された。この間、ヴィエトナム側司法省（MOJ）、最高人民裁判所（SPC）、最高人民検察院

（SPP）各機関の関係者、プロジェクトの長期専門家の全面的な協力を得て調査を実施するこ

とができた。ヴィエトナム側の熱心な対応は、今回の評価結果のいかんがフェーズⅢの協力

の前提であると強く認識していたことの現れであったと思われる。

（2）調査期間を通じてまず印象的であったのは、長期専門家がヴィエトナム側関係機関と極

めて良好な関係を築いていることであった。プロジェクト活動へ真摯に取り組むだけでな

く、ヴィエトナム語を学習してコミュニケーションの円滑化を図ろうとするなど、専門家の

数々の努力が先方の信頼を勝ち得たというべきで、その姿勢に敬意を表したい。フェーズⅠ

がスタートした６年前と比べると、協力の前提になる環境は格段に改善されたとの確信をも

つに至った。

（3）協力の対象機関が拡大し、投入も増え、また先方の日本側協力に関する理解も向上した結

果、プロジェクトはフェーズⅡに入って一挙に本格化したといって間違いない。事実、これ

までの約３年間で実に多くの実績をあげてきたことが調査により確認された。プロジェクト

の３本柱（個別立法作業に対する助言、法体系の整備、法曹の人材育成のシステムづくり）

のなかで根幹（ヴィエトナム側の表現を借りれば“バックボーン”）を成す改正民法の草案作

成に対する協力に関しても、累次にわたる本邦研修、現地セミナーを通じて日本側が発信し

てきたメッセージがヴィエトナム側によく理解され、その内容をかなりの程度反映した草案

ができあがりつつある（調査時点では第３次草案の作業中）と評価された。当初 2002 年に

は民法の改正作業が終了する予定であったが、おそらく2004年あるいは2005年に目標年次

が後ろ倒しになったことは、一見するとプロジェクトの遅れともとられかねないが、市場経

済への移行を後押しする民法とするためには、小手先だけの改正では不十分で全面的な見直

しが必要であるとヴィエトナム側が認識した結果であり、この重大な決断に対してプロジェ

クトの果たした役割は決して小さくない。

（4）プロジェクトの成果の詳述は最終的な報告に委ねることとしたいが、調査団の結論は「総

じてプロジェクトは成功裏に実施された」というものであった。しかしながら問題がなかっ
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たわけではない。ここでは３点について触れておきたい。

1） 実施体制１（ヴィエトナム側関係機関の調整）

　プロジェクト開始当初から懸念されていたMOJ、SPC、SPPの以上３者の関係である

が、結果的にいえばプロジェクトの活動が機関ごとに設計されていたため、強いて連携

をとる必要がなく、実施の面で大きな障害となることはなかった。しかしこのことは同

時に、３者をカウンターパートとしたことによる相乗効果が発現しなかったことをも意

味する。当初計画されていた連絡会議も、協議すべき事項が存在しないということで開

催の実績はほとんどなかった。かかる状況は、ヴィエトナム側がプロジェクトに参加す

ることのメリットを「日本での研修に参加できる人数は何人か」というように、投入

ベースでのみ測ろうとする傾向に拍車をかけた。この問題意識については、調査期間中

機会あるごとに先方に伝えるよう努力し、「機関先ありきでプロジェクト活動計画を立て

ることは適当でない」という内容をミニッツ中の提言に加えたところである。３機関と

も一定の理解を示したが、実際にフェーズⅢの協議をする段階で改めて日本側とヴィエ

トナム側の意識にギャップが生じる可能性は高いと想像されるので、ねばり強く説得し

ていくことが必要である。

2） 実施体制２（日本側のマネージメント）

　派遣されている専門家からは、現場からの問題提起や相談に対する本邦（特に実施機

関であるJICA）のレスポンスの遅さが指摘された。複数機関からの参加者を得て組織さ

れた国内支援委員会は、プロジェクトをフレキシブルにバックアップするための強力な

メカニズムとして機能しているが、その委員会の運営も含め、JICAのマネージメント能

力の不足が問題視された。フェーズⅢを実施するにあたっては、この点の改善が緊急の

課題であるとの認識を強くした。

3）「プロジェクト」の設計

　今回の評価調査では、当初設定されたプロジェクト目標や成果があまりにも漠然とし

すぎていたため、達成度を測ることが極めて困難であった。活動計画や投入計画に戦略

性が不足していたのも、既述のヴィエトナム側実施体制の問題とともに、この点に起因

するところが大きかったといってよいだろう。しかしながら、プロジェクトの具体的か

つ明確な設計についてヴィエトナム側の理解を得ることは極めて難しかった。「プロジェ

クト目標が漠然としていた」という調査団の主張に対し「いや、明確に規定されていた」

との反論が繰り返され、ヴィエトナムにとってはプロジェクト目標とはスローガンであ

ると痛感させられた。また、協力開始時点でプロジェクト・デザイン・マトリックス

（PDM）が作成されていたにもかかわらず、その存在をほとんどの関係者が意識してい

なかったことも明らかになった。この状態のままでフェーズⅢに突入すれば、関係者間
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の思惑が微妙にずれてプロジェクトの実施に支障が出たり、焦点のぼやけた協力になっ

てしまったりすることが危惧される。終着点がどこになるかが不明確のまま新たな協力

を実施することは得策ではないので、残されたフェーズⅡの協力期間中（当初の予定か

ら４か月間、すなわち 2003 年３月末まで協力期間を延長することで双方合意）にプロ

ジェクト・マネージメントの方法（計画策定、モニタリング、評価の一連の流れ）をヴィ

エトナム側にもよく理解してもらうことが重要であろう（事前評価の課題）。

（5）本プロジェクトは、政策支援を目的としたソフト型の案件という性格をもつ。かかる案

件の評価に関して JICA は明確な方法論を提示できる状況になく、今回の調査も試行的な面

のあることは否定できない。かなりの無理があることを承知のうえでPDMに沿った評価を

実施したが、特に難しいと感じたのは、先に述べた目標設定のあいまいさに加え、「政策支

援」であるがゆえに日本側の知的インプットをどこまで採用するかは相手しだいであるとい

う点であった。日本側の働きかけをヴィエトナム側がどれほど真剣に考慮したか、どれほど

ヴィエトナムの法整備に反映されたか、を測る手段を見いだすことは容易でない。更にいえ

ば、真剣な吟味の結果であれば日本側の提案が反映されていなくとも協力をしたことに意義

があったということも可能であろう。したがって、有効性や効率性だけで評価しきれない部

分が残るので、政策支援型の案件にあっては通常の案件以上にインパクトに注目することが

必要なのではないかと思われる。さらに、「○○ができるようになる」という観点から、先方

のキャパシティーを測ることが難しいので、カウンターパートの取り組み姿勢、問題解決の

スタイル、思考パターン、プレゼンテーションのしかた、などに認められる変化を読み取る

ことが大切であろう。そのため、よりきめ細やかなモニタリングのプロセスを組み込むこと

が望ましい。

（6）フェーズⅢの協力に関しては、今回の調査においてその詳細を先方と意見交換をするこ

とはなかったが、ヴィエトナム側は強い関心を寄せている様子がうかがえた。調査団として

も、フェーズⅡまでで協力を終えてしまうことは、これまでせっかく築き上げてきた協力の

成果を損なうおそれが多く、また協力の根幹を成す民法の改正が後ろ倒しになった事情を考

慮すれば、依然として協力のニーズは高いと思われるので、フェーズⅢの実施は必須である

との判断をもつに至った。しかしながら、現時点で話題に上っている協力案はいかにもス

コープが広く、プロジェクト・マネージメントの観点からいってもかなり内容を絞り込むべ

きではないか、というのが現時点での団長としての所感である。今後、国内の関係機関とも

よく協議して、なるべく早急にスコープを固める所存であるが、現地においても、専門家、

JICA ヴィエトナム事務所、在ヴィエトナム日本国大使館にはヴィエトナム側と現実的な協
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力内容につき議論を深めていただき、ご意見を聞かせていただければありがたい。

３－２　合同評価会結果

　調査団は、ヴィエトナム側カウンターパート機関MOJ、SPC及びSPPと合同評価会を開催し、

同協議内容をミニッツにまとめ署名・交換した。合同評価会における協議内容の概要は以下のと

おりである。

（1）プロジェクト目標の達成度

　法曹人材の育成及び民法改正を中心とした市場経済化を促進する各種法令の整備に貢献す

るなど、プロジェクトの目標を実現する多くの成果の達成が確認された。

（2）成果の達成度

　４つの成果（①個別立法整備のための法知識の習得、②民商事法の法体系のあり方の提

示、③市場経済化の進展に即した改正民法草案の作成、及び④法曹人材の育成）のいずれも

おおむね達成した。成果②及び③については、調査結果を取りまとめた報告書の作成など、

若干の作業が今後予定されているが、2003 年３月末までに終了する予定である。

（3）５項目評価

妥当性：“The Strategy for Socio-Economic Development 2001-2010”との内容の整合性があ

ること、協力の対象とした法令が国会の立法計画にすべてリストアップされていることか

ら、妥当性は高い。

有効性：プロジェクトの最終的な受益者であるヴィエトナム国民にプロジェクトの効果が裨

益するには時間がかかるものの、MOJ、SPC及び SPP職員は国情に合わせた法律の起草又

は改正に必要な知識を習得しているため、直接の受益者に対しては有効であった。

効率性：成果①については、現地セミナー及び本邦研修を通じて習得した知識を生かし、法

令の草案を作成中であり、効率性は高いといえる。成果②については、プロジェクト開始

当初の計画が変更したことにより、鳥瞰図の作成作業に若干の遅れがみられるが、2003年

３月末までには作業が終了する予定である。成果③については、実態調査結果の改正民法

への反映が残されるが、効率性は高い。成果④については、プロジェクト開始当初は明確

な計画がなかったが、効率性は確保された。

インパクト：プラスのインパクトとして、民法の全面改正を行うために国会への法案提出時期

が変更になったこと、The National Judicial Academy の設立など法曹養成分野の機関の再編

成を側面的に促進したこと、ヴィエトナムの法整備支援分野においてプロジェクトが高く評
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価されていることが確認された。

自立発展性：制度的側面については、機関の再編成や法曹養成の重要性が認識されているこ

とから、自立発展性は高い。財政的側面については、MOJ、SPC及び SPPともに十分な予

算確保がなされておらず、高くはない（低くもない）。技術的側面については、市場経済化

に向けた法整備の更なるニーズを満たすためには、日本を含めた外国からの支援が必要で

ある。

（4）協力の延長

　鳥瞰図の作成、実態調査を改正民法草案へ反映することについては、今後数か月間の作業

が必要となるので、2003 年３月 31 日までのプロジェクトの協力期間の延長が必要との結論

に至った。

（5）提　言

　プロジェクト設計時において目標・成果・活動をより明確に表現すること、プロジェクト

の実施にあたってはヴィエトナム側関係機関のより緊密な関係構築が必要であること、法整

備支援の評価について学術的な貢献が強く望まれること、以上３点が提言された。

３－３　インタビュー調査結果

　ここでは、現地調査の前後において行った関係者インタビュー結果について取りまとめる。取

りまとめた項目としては、（1）プロジェクト実施体制、（2）プロジェクト目標・成果・活動、（3）

プロジェクトのインパクト、（4）今後の協力のあり方、（5）評価方法、（6）その他と大きく６つ

に分けた。これは、本プロジェクト関係者それぞれの感想や意図などを共有することを目的とし

ている。

（1）プロジェクト実施体制

1） ヴィエトナム側実施体制について

・セクショナリズムが強く、関連機関相互において連携ができていない。

・日本と同じ縦割りなので、先方にコーディネートを求めても難しい。ある程度容認する

形で長期専門家による対応とするよりほかはないだろう。

・現在の協力形態としては、MOJ、SPC、SPP 間の連携について、必ずしも必要性を感じ

ていない。

2） 日本側実施体制について

・国内支援委員会をより小規模の委員会にし、小回りが利くようにする必要があると感じる。
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・国内関係者が多くなりすぎて、それぞれが利益代表のようになると連携が難しくなる。

しかし、小さくするのもまた難しいため、機能ごとに分割したり、事務局のみの会議を

もったりという工夫が必要。

・国内支援委員会は情報交換の場としては評価できるが、関係者が多すぎて意思決定がで

きていない。

・JICA が決めるべきものまで国内支援委員会にうかがいを立てている場合があり、迅速な

活動の阻害要因となっている。

・国内支援委員会の開催時間が長いうえに（自分の部署に）関係のない議題が多い。

・国内支援委員会で議論しても発散することが多く、最終結論が出ないことがある。JICA

の取りまとめ方にも問題があると思われる。

3） 長期専門家体制について

・４名体制は適切と考える。現在は国内支援委員会とのつながりが強く、所属部署に対す

る協力依頼等が円滑。裁判官や弁護士等、それぞれの特徴を生かしつつ、活動が行える。

・当初、４名体制は過大かと感じていたが、コーディネーションとしてはうまく機能して

いるのではないか。ただし、JICA出身長期専門家に業務が偏りすぎていると感じる。他

の３名との業務的なバランスを考慮する必要がある。

・現状のコーディネーターとしての役割では４名は過剰。２名程度でも対応は可能ではな

いか。

・省庁間ではポストの問題があるようだが、専門家ごとに派遣元を決める必要はない。

・プロジェクトにおけるタームズ・オブ・レファレンス（TOR）から専門家の配置を決め

るべきであり、人数は流動的でいい。

・主な関係機関から長期専門家が出ている現状では、それぞれの機関からの協力が得られ

やすく、プロジェクト活動の円滑な運営に寄与している。

4） 長期専門家 TOR について

・プロジェクトの方向性が明確ではなかったため、長期専門家の TOR も明確ではなかっ

た。そのため、派遣前のブリーフィング等はほとんどなく、それぞれが現地で活動内容

を考えることとなった

・長期専門家の TOR が明確ではなかったため、以前は専門家ごとの考えにまとまりがな

かった。

・長期専門家がコーディネーターとなってしまっている。もっと長期専門家に専門的な

TOR を与えて、技術移転の中心とする必要がある。

・ヴィエトナム側が得た知識をより向上させるためにも、技術移転対象者との継続的な接

触が必要ではないか。
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・JICA出身長期専門家以外の長期専門家の活動が伝わりにくい。

5） 長期専門家に求められる能力

・コミュニケーション能力、コーディネーション能力、目標達成の意思、ヴィエトナム側

の意見をいかに聞き出し、またどう対処すべきか判断できる能力

（2）プロジェクト目標・成果・活動

1） 目標の設定について

・プロジェクトの活動内容として、民法改正支援、立法支援という形が先にあり、これに

法曹養成を加えた３本柱として計画した。目標はこれらに合致した形で策定した。

・関係者としてめざしていた方向性は一致していたが、漠然としたイメージであって明確

な形では表されていなかった。

・ヴィエトナム法整備の支援という目標のほかに、法曹三者及び大学関係者によるプロ

ジェクトという、いままでになかった日本側の新たな協力形態を構築することが目標と

してあった。

2） 当初計画について

・ヴィエトナム側が求める内容が明確ではなかったことに加え、初めて行う法整備プロ

ジェクトであったために日本側関係者もどのような形が最適か分からなかったこともあ

り、試行錯誤的に計画を策定するよりほかはなかった。

・人材を高度に育てあげるためには大学との連携が必要と考えられ、当初計画にはなかっ

たが、結果としてハノイ国家大学での講義は有効と考える。

3） 国別特設研修について

・目標がはっきりしないために研修の位置づけがあいまいであり、意味合いや方向性が見

えない。

・日本側が求める基本的な考え方は、研修で得た知識を研修受講者がヴィエトナムで普及

させることであるが、アドホックの立法支援としての位置づけでは、その成果が見えて

こない。

・日本側とヴィエトナム側とで文言の認識が異なるため、日本側が求める研修生を呼ぶに

は General Information（GI）の内容を厳格にする必要がある。

・カンボジア法整備支援では受講者がほぼ決まっており、回数を重ねるごとに知識習得度

合いが目に見えて向上しているが、ヴィエトナムでは毎回受講生が変わるためにこれが

測りにくい。毎回受講者を変えなくてはいけない、また研修内容は現地セミナーと変え

なければいけないという当初計画に問題があるのではないか。

・長期専門家にはあまり理解されていないが、資料・教材作成、講師の手配、視察先の手
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配など、研修計画の策定にはかなりの時間と労力を要する。その結果来た受講生が研修

内容と合致せず、あまり真剣に講義を受けないとなると、実施部署としての士気にかか

わる。

4） 長期研修員（留学生無償）について

・大学での位置づけとしては、法整備の一環として即戦力となり得る人材養成である。特

にヴィエトナム人留学生は（MOJ の）在職者なので、その色合いが強い。

・大学院は研究者養成という側面もあるため、留学生自身が研究テーマを選ぶ。そのた

め、留学生は半分程度が世界貿易機関（WTO）関連のテーマを選ぶが、本プロジェクト

と直接的な関連はほとんどない。

・JICA から長期研修員に対する要望の明確な意思表示がないため、プロジェクトとの関連

を確認できない。これはプロジェクト実施者の JICA が明確にすべきである。

・JICA が長期研修員の位置づけや目的を明確にして、受入れ先にも説明するなど、調整す

べきである。

（3）プロジェクトのインパクト

　ここでいうインパクトは、プロジェクト・サイクル・マネージネント（PCM）的な意味合

い（プロジェクト実施によってもたらされる波及効果）のみではなく、プロジェクト内部で

の種々の効果も含んでいる。

・立法支援は協力した法案が手続き中、改正民法は第３草案作成中、人材育成はかなりの

時間を要する、という現段階ではインパクトは語れない。

・日本・ヴィエトナム間で情報伝達が十分にできていること。

・ヴィエトナム側の縦割り行政に対して、そのままの形で対応したため、ヴィエトナム間

で横のつながりがほとんどなくなってしまったこと。

・プロジェクト活動の副産物として、日本の裁判官任官制度（司法試験制度）の導入をSPC

が検討するようになったこと。

・ヴィエトナム側関係機関と意見交換できるようになったこと、また今後もこの関係が継

続できるようになったこと。

・カウンターパートが法律に対する考え方や法的な考え方を習得したこと。

・法曹三者に加え、大学も含めた法律関係者による協力体制ができたこと。

・ヴィエトナム民法が改正される予定であること。

・国別特設研修がヴィエトナム側の権益となり、権益項目を増やしたこと。

・想像以上に縦割り社会であり、それぞれの関係機関で利権争いがみられること。
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（4）今後の協力のあり方

1） ヴィエトナム法整備支援に対する提言

・ストラテジーをまず考えること。人材育成にするのか、市場経済化にするのか、裁判制

度の確立なのか、WTOに関連した法支援にするのか、フォーカシングを明確にすべき。

・目標を明確にすること。

・人材育成が一番大切であるが、法分野の人材育成は成果があがるのに多くの時間を必要

とするため、地道な協力を行うことが必要である。

・法律は作る側と使う側の両面で協力を行う必要がある。

・日本は何のために法整備支援を行っているのかを基本に立ち返って考える必要があり、

フェーズⅠからの６年間を振り返り、反省点や教訓等を次の協力に生かす。

・他ドナーとの連携は不可欠。他ドナーの長所・短所をよく把握し、日本として重点的に

協力する部分を明確にすること。

・ヴィエトナム側の主体性を引き出すことが重要である。ヴィエトナム側が計画を作成

し、日本側はピンポイント的な協力するという形が良いのではないか。

・プロジェクト初年度には国別特設研修はないとの立場から協力を行うのも一案。２年目

以降、習得度合いやカウンターパートの姿勢をかんがみ、必要であれば行うこととす

る。ラオスはこの方法で成功している。

2） 今後の協力内容

・民法改正支援及び付属法令や実施法令も整備されることを目標に置くことは妥当と考える。

・教官若しくは教官になることが決まっている人を教育するという人材育成制度の構築を

含めてはどうか。

・人材育成としては教材、マニュアル類の整備を進め、現地セミナーの開催、大学での教

育等を入れるといい。人材育成は３年や５年では成果が出にくいことから、地道な努力

が必要である。

・国別特設研修、長期研修員の位置づけを明確にすること。特に長期研修員には何を学ん

でくることを望むのか、帰国後にどのようにプロジェクトと関係させるのかを検討する

必要がある。

・短期専門家２名による現地セミナー３日間という形が定着している。本来は内容によっ

て変えるべきと考える。

・協力内容によって長期専門家の TOR を考えるべきであるが、法分野の関係者は国際協

力のノウハウを持ち合わせていないため、JICA等国際協力関係者が専門家として入るの

は有効と考える。
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（5）評価方法

・法整備評価という分野は活動が緒についたばかりであり、まだ確立されていないので、現

在名古屋大学等で行われている研究結果を踏まえることを見越して、今後も継続して検討

していく必要がある。

・法整備という知的支援分野では、成果の達成度合いを測る指標の確定が難しい。定量的な

側面と定性的な側面とで測るしかないのではないか。

・成果を測る手段はどのような分野でも存在する。カウンターパートの知識の吸収度合いを

測るにはテストが一番と考える。法分野でも絶対評価である大学の定期試験や相対評価で

ある司法試験があるので、不可能ではない。試験目的やその方法、試験内容等を検討すれ

ばできるのではないか。

・評価はその目的によってデータのまとめ方や切り口等が異なるので、評価結果を何に生か

すのかを明確にする必要がある。日本が行った協力の妥当性をみるのか、その国のニーズ

との整合性をみるのか、など。

・評価指標は立法支援や民法改正等、カテゴリーごとに異なる。今後いろいろな協力を進め

ていくなかで、これらに対する評価指標をパターン化できるのではないか。

・法整備支援の評価にあたっては、成果達成までのプロセスが重要であるため、民法共同研

究会等の議事録からどこまでアドバイスしたか、どこからカウンターパート自身で検討し

たかが分かる。これらを定性的に判断することが必要である。

・さしあたっては JICA で行っている教育案件等のトレーナーズ・トレーニング方式での経

験を流用、更に学生教育などを扱う教育学からその知識を流用する。

（6）その他

・法曹分野は一般より収入が高いため、法分野に対する協力として裾野を広げる予定である

のであれば、人件費を上げてもらいたい。ボランティアベースといえども現状では継続が

難しい。

・政府開発援助（ODA）はもっと連携を良くする必要がある。文部科学省、経済産業省、日

本貿易振興会（JETRO）、大学等、いろいろな組織が協力を行っているが、他の組織がど

のような協力を行っているのか JICA が把握しておらず、バッティングしていることがあ

る。納税者の立場からは無駄が多いといわざるを得ない。

・現地セミナーで参加者に日当を出していると聞くが、これはやめるべきである。日当を払

わなくては参加できないのであれば、そもそもセミナーが必要ないのではないか。ラオス

では出席者に交通費しか支給しておらず、セミナー後に試験を行っているが、意欲のある

人はそれでも受講しにやって来る。
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３－４　プロジェクトの実績

３－４－１　プロジェクト活動概略

（1）立法作業

　立法支援は大きく分けて現地セミナー開催、国別特設研修、現地専門家による個別立法

等助言の３つに分けられる。ある法令に対してセミナー開催を行い、これについてヴィエ

トナム側が草案作業を行い、そのなかで現地専門家による個別立法等助言が行われる。併

せて本邦研修での研修成果も取り入れて、 起草、立法化という流れがあり、立法作業は比

較的スムーズに行われているといえる。

　現地セミナーでこれまでに実施されたものとして、企業倒産法、WTOの枠組みでの紛争

処理、知的財産権法、判決執行法などがあげられ、今後実施予定のものとして海事法、経

済犯罪法、知的財産権法などがある。

　また国別特設研修でこれまでに実施されたものとして、戸籍・犯歴、国際商事紛争処

理、刑事訴訟法、企業倒産法などがあげられ、今後実施予定のものとして担保登録制度が

ある。

　現地専門家による個別立法等助言でこれまでに実施されたものとして、弁護士法、米越

通商協定、金融リース、民事責任と刑事責任の相違などがあげられる。

（2）法体系のあり方（鳥瞰図作成）

　鳥瞰図作成としては、協力内容について 2001 年に行われた年次協議の際に基本合意を

得、MOJで既に作成した民法の個別条文の分析（他の法規との関連も含めたもの）を翻訳

した。更に民商事法に限定した形で法律相互間の矛盾、重複を洗い出すために個別条文を

分類することを目的とした分類項目を策定した。

　また、今後更に行われる活動として、分類項目に基づき民法及び商法・経済契約法など

の各条文を分類する。分類結果に基づき、民法とその他の民商事関連法規との矛盾、重複

を解析する。

（3）民法改正支援

　民法改正としては、主にMOJ民商事局を中心としたヴィエトナム側作業部会が草案起草

作業を、法学研究所が調査活動をそれぞれ行うという役割の分担を行った。

　草案作業は、現行民法の関連法令の収集整理、問題点の抽出を行ったのち、調査活動の

結果を反映させつつ、実際の草案を作成した。ヴィエトナム側作業部会による関連法令の

収集整理、問題点の抽出作業は 2001 年後半にはほぼ終了し、その後、同年３月に現行民

法施行後４年間の実施状況に関するワークショップを実施したうえで、民法の分野ごとに
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日本側作業部会とワークショップを重ね、同年12月には改正民法の第２草案が日本側に提

出された。2002 年１月・２月には、「契約及び民事責任」「債権担保」「所有権」「相続」

「土地使用権」「渉外的要素を含む民事関係」の６分野でヴィエトナム側作業部会と現地専

門家の間でワークショップが開催された。同年２月・３月には作業部会を日本に招き、第

２草案についてのコメントを中心として研修を行った。2002年度からは各分野別に個別条

文へのコメントを中心とした小規模なワークショップを行っている。

　調査活動は各地における民法の施行実態の調査（ヒアリングミーティング）、典型判例の

調査分析（判例分析）、民法に関する文献の分析評価（文献分析）等の活動を行うことに

よって、現行民法の問題点を把握し、改正への方向性を探る作業を行い、それを作業部会

に適時報告することで作業部会の草案作業を支援した。民法の施行実態調査として2001年

８月にハノイ・ホーチミン・カントーにおいて相続に関する調査を行った。また 2002 年

１月から６月にかけてダナン・ホーチミン・ゲアン省・ホアビン・ハノイにおいて不動産

関係の紛争・登記、共有、契約の公証、渉外関係に関する現行民法の問題点について各地

の司法関係者の意見を聴取し、合作社、組合を訪問してその実態を調査した。現在、判例

分析と文献分析が進められている。

（4）法曹養成

　本分野の協力は広範に及び、立法作業の枠組みで行われる現地セミナーなども法曹養成

の意義を含み、本邦研修に関しても特定のテーマを設定するものの、日本法の一般的な知

識を醸成するという法曹養成の目的を有するものである。立法作業に係る法曹養成活動以

外でこれまでに行われた活動として、本邦研修ではSPPに対する経済犯罪、また長期研修

では 2000 年度に MOJ から２名、2001 年度に SPC から１名、2002 年度に MOJ から１名

を選出し研修を行った。マニュアルに関しては 2001 年度に Legal Professional Training

School（LPTS）により裁判官マニュアルが作成された。現地専門家による講義としては、

2000年度から2001年度にかけて、LPTSに対して裁判官訓練コースの一環として日本の裁

判官制度を、2001 年度に、SPP 検察学校に対して日本の検察制度を、LPTS に対して弁護

士訓練コースの一環として日本の弁護士制度を、2002年度にハノイ国家大学に対して日本

法等（民事及び刑事）に関する講義をそれぞれ行った。

　今後行われる活動としては、LPTS において弁護士実務マニュアルの作成と裁判官訓練

コース試験問題作成、SPP において日本の刑事司法制度と検察制度の講義、ハノイ国家大

学において日本法等（民事及び刑事）に関する講義を実施する。
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３－４－２　プロジェクトの成果達成状況

　本終了時評価調査においては、作成した評価用 PDM（PDMe）に基づいて成果の達成状況を

取りまとめた。そのため、当初作成の PDM では成果が３つであったのに対し、ここでは民法

改正支援を加えた４つの成果についてその達成状況を検証した。

成果１．民商事法及びその関連法規を中心とした立法作業に必要な基礎的知識が習得される。

　ヴィエトナム側は、民商事法及びその関連法規を中心とした立法作業に必要な基礎的知

識を習得した。指標1）－１については、起草作業に従事したセミナー参加者の81.4％が、

セミナーで習得した知識及び経験が現在の仕事に適切であると回答した。さらに、セミナー

の参加者の 77％は、知識及び経験が将来の仕事に役立つだろうと回答した。指標 1）－２に

ついては、「人民検察院組織法」は 2002 年４月に起草され、また他の法は起草作業が進ん

でいる。例えば、起草された破産法は、2003年３月末日までに国会に提出される見通しで

ある。商事仲裁法は国会の常任委員会に提出された。また、刑法訴訟法の第７草案が作成

された。ヴィエトナム側からは、日本からの様々な助言が法起草に反映されているといっ

た意見が聞かれた。これらから成果１は達成されたと評価される。しかしながら、セミ

ナー及びワークショップの開催については立法作業のスケジュールを考慮して適時に開催

すべきであるとのコメントがあった。

成果２．民商事法の法体系のあり方が提示される。

　指標 2）－１については、活動のコンセプト確定に時間を要したため、作業はまだ完了

していない。評価時点では、民商事法分野における法文書のレビューと分類が完了してい

る。残りの作業は、2003 年３月末までに完成する予定である。指標 2）－２については、

本件に関するワークショップが 2003 年３月末までに開催されることで、鳥瞰図が認知さ

れ、民商事法の起草等に活用される予定である。指標 2）－３については、日本側からコ

ンピューターが供与され、地方の人民委員会の法務局に設置された。同機材は、法令の収

集及び普及の目的に使用されている。これらから成果２はほぼ達成されたと評価される。

成果３．市場経済化の進展に合致したヴィエトナム改正民法の草案が作成される。

　民法改正はこのプロジェクトの中心でもあり、評価時点において民法改正の第３草案段

階まで進んでいる。実態調査はすべて終了しており、２つの報告書の完成を待つのみであ

るが、それらは 2002 年末までに提出される予定であるとヴィエトナム側は発言した。指

標 3）－１については、インタビューを通じて、市場経済化に則した民法の基本的な概念

については参加者は理解している。指標 3）－２については、調査研究のいくつかの結果
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が草案に反映された。指標 3）－３については、一部ではなく全体的な改正が必要となっ

たことから計画の修正が行われた。最終草案は、2004 年末又は 2005 年初めに国会に提出

される予定である。これらから成果３はほぼ達成されたと評価される。

成果４．法曹人材の育成が促進される。

　日本での国別特設研修、ヴィエトナムでのセミナー及びワークショップ開催など様々な

活動により、関係機関及び法分野の職員の能力が高まった。指標 4）－１については、ワー

クショップの参加者の90.4％が、プレゼンテーションが論理的、かつ理解しやすいと回答

した。指標 4）－２については、法曹人材養成学校では日本人専門家と共同でカリキュラ

ムを改善し、裁判官マニュアルを作成した。更にワークブックと弁護士マニュアルの開発

が進められている。

　長期専門家は、法曹人材養成学校において日本の司法制度の概要と裁判官倫理の概念を

紹介した。指標 4）－３について、法曹人材養成学校が具体的に法曹養成計画を作成した

ことは、ヴィエトナム側が法曹養成の重要性を認識したといえる。指標 4）－４について

は、ヴィエトナム側から、裁判官、弁護士及び検察官の育成のためのThe National Judicial

Academy の設立計画について説明があった。

　さらに、日本人専門家により検察大学校やハノイ国家大学で民法に関する講義を行っ

た。これらから成果４は達成されたと評価される。

３－５　プロジェクト実施のプロセス

３－５－１　プロジェクトの位置づけ

　本フェーズⅡプロジェクトに先駆けて、1996年より３年間の計画で、ヴィエトナム法分野に

対する協力として「重要政策中枢支援（法整備支援）」（以下、フェーズⅠプロジェクト）が

行われた。これは日本が国として初めて行った司法関係のプロジェクトであった。フェーズⅠ

プロジェクトでは、市場経済化を導入しつつあるヴィエトナムにおいて、その対応のために急

務である民商事法の整備を中心に活動が行われた。投入としては長期専門家１名の派遣と現地

でのセミナー開催、カウンターパート研修として日本側関係機関での研修生受入れ等であった

が、これらはまず日本側・ヴィエトナム側の司法関係者の関係確立とそれぞれの情報交換がで

きたという点からも一定の成果があったといえる。しかしながらプロジェクト終了時点では、

法整備協力は緒についたばかりであり、より深い協力が必要であるとの共通認識の下でフェーズⅠ

プロジェクトは終了した。

　本フェーズⅡプロジェクトは、このフェーズⅠプロジェクトに続くものとして計画された。

フェーズⅡプロジェクトでは、フェーズⅠプロジェクトと同様に民商事法の整備に対する協力
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を中心に置き、ヴィエトナム側の要望に対応した協力を行うとともに、フェーズⅠプロジェク

トにおいて、確立した基盤の更なる強化、及び法曹三者と大学関係者の協同による協力という

これまでにない形での国内支援体制の確立に重点が置かれた。

３－５－２　プロジェクトの当初計画

　本プロジェクトの成果は、大きく①立法支援、②法体系の明示（鳥瞰図作成、民法改正支

援）、及び③法曹人材養成、の３つに分けられる。プロジェクト計画時のヴィエトナム側要請

としては、民商事法に関する個別立法に対する支援と民法改正に対する支援とが柱としてあ

り、日本側もこれに対応する形とした。1995年に制定されたヴィエトナム民法は、市場経済化

の急速な進展に伴い、制定後間もないにもかかわらず改正の必要性が指摘されており、日本側

において改正民法共同研究会を立ち上げて日本・ヴィエトナム双方による共同研究として支援

を行うこととした。また、フェーズⅠプロジェクトの活動中に、①ヴィエトナムは約 35 万と

いう膨大な数の法や規制（Law、Ordinance、Decree、Decision）を有しており、これらの相互

関係が明確ではない、②重複、矛盾した法や規制が多く存在する、ということが明らかになっ

た。そのため上記支援に加えて民商事法の法体系を明確にするという鳥瞰図の作成を活動に入

れることとし、民法改正支援と併せて法体系を明示することとした。さらに、法律の基本的概

念を理解し、これに基づいて起草作業を行えるような人材の育成が必要であることから、これ

も加えることとした。本フェーズⅡプロジェクトでは、これらが３本柱として計画された。

　これらの要件を基本として、当初は JICA が従来行ってきた技術協力プロジェクトとして、

活動内容や必要な投入を計画した。しかしながら、法分野への協力という本プロジェクトは、

従来型のような技術中心の協力ではない知的支援であり、セミナー中心による知識の移転や長

期専門家の位置づけなど、プロジェクトを実施していくなかで様々な点が異なることが明らか

となった。日本として法整備支援の経験がなかったことも要因のひとつとなり、計画段階で予

期し得なかった課題に対しては JICA や本プロジェクト関係者は、その都度対応することとし

て事業を開始することとし、本プロジェクトに対する目標は、関係者間でのイメージは統一さ

れていたものの、詳細計画に関する意思統一まではできていなかった。

　また、ヴィエトナム側の要望及びフェーズⅠプロジェクトからの継続した課題に取り組むた

め、立法支援、法体系のあり方の提示、及び法曹人材養成の３本柱がプロジェクトの成果とし

てまず決定され、これを包括した形でプロジェクト目標が定められた。そのため、目標の文言

は、ヴィエトナム側法律関係者が「知識を習得し」、「法制度整備が促進される」という内容的

にあいまいな形とならざるを得なかった。

　加えて、フェーズⅠプロジェクトの終了後すぐに開始することを重視したため、フェーズⅡ

プロジェクトのための事前の調査がかなり短期間で行われ、また他の調査と合同で行われたた
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めに本プロジェクトの調査に割かれた時間が短かったことも、当初計画の不明確さの一因とな

り得た。具体的には、フェーズⅠプロジェクトが 1999 年 11 月に終了することを受け、フェー

ズⅡプロジェクトを継続実施するために、本プロジェクトの基礎調査は 1999 年１月にフェー

ズⅠプロジェクトの計画打合せ調査と合同で、また事前調査は 1999 年７月にフェーズⅠプロ

ジェクトの終了時評価調査と合同で行われている。そのため、プロジェクトの活動内容を細部

まで詳細に検討する時間を有していなかった。

　さらに、３－５－３で後述するが、フェーズⅡプロジェクトより新たにカウンターパート機

関となったSPC及びSPPは、本プロジェクトに対する明確な協力要請内容を有しておらず、プ

ロジェクト開始後長期専門家との協議を通じて協力内容を具体化していったため、計画当初に

は明確に協力内容が策定されていなかった。

３－５－３　プロジェクトのカウンターパート機関

　フェーズⅠプロジェクトでは MOJ がカウンターパート機関であったが、ヴィエトナムでは

民商事分野の一部についてSPCも起草・執行を担当している。また、刑事分野の一部について

も協力の必要性が認められ、ヴィエトナム法曹会への協力を行うこととして、フェーズⅡプロ

ジェクトにおいては SPC 及び SPP もカウンターパート機関として加えることとした。本プロ

ジェクトにおけるそれぞれの関係は、MOJをメインカウンターパートとして、プロジェクトの

調整を行うこととし、SPC及びSPPはサブカウンターパートとしてプロジェクト活動を行うこ

ととなった。

　しかしながら、４－１－６に後述するようにSPC及びSPPはヴィエトナム国内の組織上の地

位が MOJ より上位に当たる。組織的な序列の強いヴィエトナムでは、下位組織が上位組織を

調整することは容易ではなく、プロジェクト開始当初は MOJ もこの点についての難しさを指

摘していた。プロジェクト活動途中から MOJ はこの点については言及しなくなったが、これ

はヴィエトナム側の調整が円滑に進むようになったというよりも、長期専門家がその調整役を

行うことによって、調整に係る支障がなくなったという側面が強い。評価時点においてはそれ

ぞれの機関に対する折衝担当を長期専門家ごとに行っており、大きな問題は起こっていない。

　プロジェクトに対するヴィエトナム側組織としてはステアリングコミッティが設立された

が、プロジェクト活動が個々の機関によって対応する形となっており、連携の必要性があまり

なかったことから、実質的な活動を行っていない。

３－５－４　年次協議による年間活動計画の策定

　本プロジェクトでは毎年２月ごろに行われる年次協議によって、次年度の活動計画を策定し

ている。ヴィエトナム側の要望はこの年次協議で集約され、活動内容の適切性や日本側の対応
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の可否について議論が行われる。上述のとおり、おおまかな活動内容はプロジェクト開始時に

イメージとして描かれていたが、詳細な部分についてはプロジェクトの進捗に合わせて個別的

に対応していたため、全体としてフォーカシングされた詳細な活動計画はプロジェクト開始時

には策定されなかった。

　特に立法支援の活動については、ヴィエトナム側によって毎年策定される立法計画に沿った

形での協力内容とする必要もあったことから、アドホックベースによる協力とならざるを得な

い部分があり、これに伴って国別特設研修や現地セミナーなども年次協議時においてテーマを

選定し、内容については個別に詳細を検討することとした。

　鳥瞰図作成及び民法改正支援については、それぞれ民商事法に関する法体系の分析や市場経

済化に対応した改正という目標の下でひとつの柱として比較的明確な成果が描かれていたた

め、民法改正共同研究会の協力もあり、プロジェクト活動開始時において段階的な活動計画が

策定された。

　法曹人材養成については、当初はヴィエトナム側の強い要請ではなかったこと、及び日本側

も明確なイメージをもっていなかったこと、法曹人材養成に対する初めての協力ということで

プロジェクト開始と同時に協力内容の模索を行うとしたこと、などの理由から開始当初におい

ては明確な活動計画を策定できなかった。
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第４章　評価結果

４－１　評価５項目の評価結果

　評価５項目の主な視点については「第２章　終了時評価の方法」のとおりであり、本プロジェ

クトの評価調査結果は以下のとおりである。

４－１－１　妥当性

　第９回共産党大会報告“The Strategy for  Socio-Economic Development 2001-2010”との整

合性があり、また協力の対象とした法令が国会の立法計画にすべてリストアップされているこ

とから、妥当性は高いといえる。

　次に日本の援助計画との整合性の観点から検証する。外務省が策定している国別援助計画に

おいては、「市場経済に適合した法制度整備・運用、人材育成」として、「外国直接投資を奨励

するうえでも投資環境関連分野をはじめとする法制度の整備、及び法制度の安定性と、運用に

おける透明性の確保は極めて重要な課題である。また、市場経済への移行にあたっては、市場

経済に即応できる人材を各分野で育成することが重要である」と述べられている。また、JICA

が策定している国別事業実施計画においては、「人づくり・制度づくり（特に市場経済化移行

支援）」として、「国家近代化の基礎として位置づけられる法整備への支援を重視し、個別立法

作業への助言、2003年国会提出を見据えた現行民法改正のための共同研究の継続、法曹養成支

援等を行っていく」とある。これらは本プロジェクトの目的・成果と一致しており、妥当性は

高いと判断される。

４－１－２　有効性

　プロジェクトの最終受益者は、ヴィエトナム国民である。現在の状況の下では、民法改正の

第３草案段階まで進んでいるものの、目標とした多くの法案が起草作業中であり、ヴィエトナ

ム国民にプロジェクト効果が裨益するまでにはまだ時間がかかる。しかしながら、司法省

（MOJ）、最高人民裁判所（SPC）及び最高人民検察院（SPP）の職員が日本の基本的な法的概

念を習得し、ヴィエトナムの国情に合わせた法律の起草と改正に必要な知識を習得している。

このことからプロジェクトは直接的受益者であるヴィエトナム側職員に対して有効であったと

いえる。

４－１－３　効率性

　本プロジェクトにおける日本側の投入は、７名の長期専門家の派遣、50名の短期専門家の派

遣、11コースの国別特設研修を通じた108名の研修員の受入れ、ヴィエトナムで開催した15回
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の現地セミナー及び６名の長期研修員の受入れである。またヴィエトナム側の投入は、３名の

職員の配置、及び１室のプロジェクト執務室、会議室の提供などである。

　成果１の投入は７名の長期専門家、29名の短期専門家、８コースの国別特設研修、ヴィエト

ナムでの15セミナー、及び長期専門家により開催された８つのミニセミナーである。セミナー

は学術的、又は実践的アプローチから講義がなされ、内容の濃いものであった。また、ヴィエ

トナム側は、国別特設研修及びセミナーを通じて習得した知識や経験により、多くの草案を作

成してきた。日本側の助言が草案に反映されたことから、効率性は確保されたといえる。しか

しながら、長期専門家によるミニセミナーの開催を増やすなど、よりコストの低い方法の活用

による成果の実現も可能であったといえる。さらに、国別特設研修では日本とヴィエトナム双

方が研修の詳細内容や参加者の選定について、事前に入念な打合せを行い、合意のうえで実施

していれば、より効率的な研修の実施が実現したものと考えられる。また、国別特設研修は個

別にはそれぞれ成果があがっているものの、その位置づけと目標の不明確さにより、成果との

関連は必ずしも明確ではなく、この点においては効率性が高いとはいい難い。

　成果２の投入は７名の長期専門家及び 16 セットのコンピューターの供与である。プロジェ

クト開始の当初の計画変更により、活動内容を新たに決定するために時間を要し、鳥瞰図作成

の作業が遅れたが、2003年３月末までには完成すると予想され、効率性は確保される見通しで

ある。

　成果３の投入は７名の長期専門家、21名の短期専門家及び１コースの国別特設研修である。効

率性は高く評価されるが、調査研究の結果のすべてが民法改正の第３草案に反映されなかった。

　成果４については、すべての投入が直接的あるいは間接的に関係があった。プロジェクト開

始当初に明確な成果がみえていなかったにもかかわらず、活動は個々の諸事情に対応した形で

行われた。しかしながら、成果４に対する明確な活動内容が示されていなかったことに起因し

て、長期専門家が何回かにわたってハノイ法科大学など法曹養成諸機関と協議を行ったもの

の、メインカウンターパートの決定に時間を要したこと、及び上述のとおり国別特設研修の位

置づけ等の観点から、投入は必ずしも効率的であったとはいい難い。

　なお、日本側法曹三者及び大学関係者による協同という今までになかった関係の確立は、専

門家の人選やそれぞれの得意分野への協力など本プロジェクトの円滑な推進に寄与しており、

直接的な投入ではないものの、効率性を高めているといえる。

４－１－４　インパクト

　プロジェクトがもたらした正のインパクトは以下のとおりである。

（1）当初計画では民法改正は部分改正を 2002 年までに行う予定であった。しかし、日本側

専門家による助言などにより、改正は一部ではなく全面的改正が必要であることが明らか
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になり、国会提出に向けた草案改正スケジュールが変更された。このことからプロジェク

トが民法改正に関する重要な決定に貢献したといえる。

（2）ヴィエトナム側は、MOJ、SPC 及び SPP の再編成を進めてきた。そのひとつが法曹養

成面である。The National Judicial Academy は、裁判官、弁護士及び検察官を訓練し、か

つ司法専門家を再教育するために設立される（日本の司法修習制度と類似する）。この構想

自体はプロジェクト開始前に提案されていたが、プロジェクト活動が同構想の推進に部分

的に寄与したといえる。

（3）プロジェクトの活動と成果は他ドナーからも高く評価されている。例えば、長期専門家

は他ドナー主催の会議に招待され、ドナーコーディネーションやプロジェクトコンセプト

などについて見解を求められた。また、ヴィエトナム政府は、本プロジェクトをヴィエト

ナムでの法整備支援で最も重要なプロジェクトのうちの１つとして、他ドナーと同様に認

めている。

（4）日本においては、法曹三者による連携プロジェクトというものはほとんど存在しなかっ

たが、法整備支援という本プロジェクトによって法曹三者に加え、大学も含めた法律関係

者による協力体制ができた。これは他国も含めた今後の法整備支援を円滑に進めていくう

えで非常に有用な実施体制を築いたといえる。

　プロジェクトがもたらした負のインパクトは以下のとおりである。

（1）本プロジェクトが行っている国別特設研修の受講がヴィエトナム側の新たな権益と化

し、受講生の選定に日本側が関与する余地がほとんどなくなった。これによって選定され

たすべての研修生が研修内容に合致したわけではなく、一部に研修内容にそぐわない受講

生も散見された。

４－１－５　自立発展性

（1）制度的側面

　法分野においては MOJ、SPC 及び SPP が管轄機関であることから、これらは組織上安

定している。また、ヴィエトナム政府は本分野の重要性を認識し、人材育成を進めてい

る。したがって、制度的側面から自立発展性は高く評価される。
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（2）財政的側面

　MOJ、SPC 及び SPP 予算のうちのほとんどが人件費である。MOJ は National Legal

Database（NLD）システムの拡充のための予算を十分には確保していないが、NLDシステ

ム予算の不足が職員の業務の支障にはなっていない。同様のことはSPC、SPPでもいえる

ことから、財政的側面から自立発展性は高いとはいえないが、また低くもないといえる。

（3）技術的側面

　プロジェクトを通じて、ヴィエトナム側職員は、市場経済化を念頭に置きながら法案を

起草また研究し、知識や経験を習得した。今後、それらの能力を向上させるために、日本

を含む諸外国からより多くの知識及び経験を得ることが必要である。

４－１－６　プロジェクト活動に対する貢献要因・阻害要因

　本プロジェクト活動に対する貢献要因、及び本プロジェクトが内包し、かつフェーズⅢプロ

ジェクトの計画までに解決すべき、若しくは解決が望ましい様々な点を以下にあげる。

〈貢献要因〉

（1）柔軟な計画の見直し（プロセス型アプローチの実施）

　本プロジェクトは、日本が実施した初めての法整備支援であり、試行錯誤のなかで実施

してきた。要望又は問題については、長期専門家による対応や年次協議調査における計画

見直しにより柔軟に対応がなされたため、効果的に事業が実施された。特に、個別立法支

援においては、年度ごとのヴィエトナム立法政策に合わせ、年次協議にて支援対象の法律

を決定したため、ヴィエトナム側のニーズに合った支援活動計画を立てることができた。

（2）長期専門家の配置

　本プロジェクトの長期専門家配置は基本的に４名体制となっており、その出身母体は法

務省、最高裁判所、日本弁護士連合会という法曹三者に加え、JICAからも米国弁護士資格

をもつ法律専門家が配置されている。そのため、それぞれの機関に対する協力依頼がス

ムーズに行われ、また、その対応も早く、プロジェクト活動の円滑な進捗に貢献した。さ

らに、それぞれの専門家がMOJ、SPC、SPP と主担当に分かれ、ヴィエトナム側と折衝を

行うことで情報の流れをそれぞれ集中化し、意思疎通を円滑に行うことができた。

（3）特定の人材を対象とした継続的な支援（知的なインプットの反復）

　民法改正については、特定の人材に対して研修及び現地でのワークショップを通じて知
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的なインプットを継続して実施した。その結果、日本側の意見がおおむね反映された草案

が作成されつつあり、また、民法全面改正への方針転換などのインパクトをもたらした。

〈阻害要因〉

・プロジェクト計画

（1）投入主義〔プロジェクト・サイクル・マネージメント（PCM）手法の活用の不徹底〕

　本プロジェクトの計画は、長期専門家及び短期専門家の派遣人数を協議し、同時に本邦

研修の受入人数を機関ごとに割り振る作業を行い、その枠のなかで、セミナー・ワーク

ショップのテーマを協議するという、いわゆる投入主義の原則を採用していた。これは、

法整備支援の経験が日本・ヴィエトナム双方にない状態で、各課題に対してどのようなア

プローチでいつまでにどこまで実現できるのか予想がつかないなか、プロジェクトを開始

したという過去の状況を考慮すると、やむを得なかったといえる。

　しかし、JICA は PCM手法によるプロジェクトの計画・運営・モニタリング・評価を行

うことを標榜しており、プロジェクト目標及び成果を実現する効果的かつ効率的な投入を

行う、いわゆる成果主義を採用している。本プロジェクトでは、上記の投入主義の原則を

重視していたため、当初のプロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）は完成度が低

く、ヴィエトナム側に十分な説明やワークショップ開催も行わないままに作成されたた

め、ヴィエトナム側の多くは PDM の存在を知らなかった。

（2）プロジェクト目標の明確性の欠如

　本プロジェクトはフェーズⅠからの継続案件として協力が行われている。フェーズⅠの

終了に先立ち、先方からプロジェクト継続の強い要請があったため、フェーズⅡの開始を

前提として、フェーズⅠの評価が実施された。このため、フェーズⅠの終了時評価と

フェーズⅡの事前評価が同じ調査団にて実施されることとなった。

　フェーズⅡのプロジェクト内容（各成果）は、おおむね決まっていたものの、これらを

統合するプロジェクト目標を定めることが容易ではなく、関係者間で理解の齟齬が生じる

ような目標となった。この目標の表現の不明確さがそのままプロジェクト活動の詳細や課

題の対応策を決めるにあたり時間を要す原因となった。つまり、プロジェクト目標の「法

制度整備が促進される」との表現では、プロジェクトの目標達成度を終了時に評価するこ

とが困難である。つまり、「法制度整備が促進された状態」のイメージが関係者間で異なっ

てしまったのである。そのため、今後はより明確な目標を描き、だれが読んでも理解の齟

齬が生じない文言で表現する必要がある。
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（3）プロジェクト活動の明確性の欠如

　上記目標の明確性の欠如に起因して、プロジェクト開始時における活動もまた具体性や

戦略性を欠いていた。フェーズⅡの PDMにおける「活動」は、「投入」に値する部分を除

くと、行うべき活動は非常に多岐にわたることが予想されるが、実際に決められた活動は

「専門家が助言を与える」や「セミナーを開催する」等であった。これは、以下のように長

期専門家の活動全般や法曹養成分野の支援に影響を及ぼした。

（長期専門家の活動）

　プロジェクト活動が明確でないために、長期専門家のタームズ・オブ・レファレン

ス（TOR）もプロジェクト開始当初は決まっておらず、赴任前にプロジェクト活動や

専門家が行うべき活動に対するブリーフィングも十分行われなかった。そのため、こ

れらが専門家の赴任初期の活動に大きく影響した。つまり、明確な目標も活動内容も

なく、専門家は「法整備に対する協力を行う」「なかでも民法改正に対する協力を行

う」という漠然とした意識のなかで、活動を手探りで行っていくこととなった。

　結果としては、特に法曹養成分野で長期専門家が活動の多くを自らの力でつくりあ

げ、いろいろな形の活動と成果を出すことができた。また他の専門家についてもプロ

ジェクト後半に作成されたTORに沿って活動を行い、一定の成果をあげたといえる。

しかし、プロジェクト開始時の活動が明確ではなかったために、専門家もその活動自

体が本当に正しい方法であったのか確信がもてないとの指摘もあった。

（法曹養成支援）

　法曹養成分野は、活動の当初計画がほぼなかったといえる。現在は法曹人材養成学

校を支援することとなっているが、これは活動計画がなかったがゆえに担当専門家が

試行錯誤を行った結果として、法曹人材養成学校の支援となった経緯がある。専門家

は SPC、SPP、ハノイ法科大学等と協議を重ねたが、計画がなかったためにあまり協

力に前向きな回答は得られず、法曹人材養成学校が直接のカウンターパートとなった。

　また、ハノイ国家大学も専門家による講義が可能となり、現在は３週間に１度、学

部生を対象に講義を行っている。ただし、ハノイ国家大学における講義は上述のとお

り当初計画にはなかったものであり、結果として法学部生に対する講義として有意義

であったものの、その扱いには日本・ヴィエトナム双方の理解に隔たりがある。つま

り、同講義をプロジェクト活動内としたい日本側の意向と、専門家のボランティアと

してプロジェクト活動外としたいヴィエトナム側の意向との差異である。この点の合

意には時間を要するとの判断から、本終了時評価調査においても評価用PDM（PDMe）

には示したものの、日本・ヴィエトナム間での明確な意思統一は図られていない。専

門家は、裁判官・弁護士マニュアル作成や学校のカリキュラムに対する助言等の活動
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を行っているが、これらも当初計画にはなかったものであった。

（4）事前調査の不足（カウンターパート機関の受入れ能力・他ドナー支援動向）

　カウンターパート機関（特に、法学研究所）の受入れ能力、及び他ドナーの支援動向の

調査の不足が、プロジェクトの成果発現の阻害要因となった。

　プロジェクトの１つの活動である鳥瞰図作成は、法学研究所が独立して行うこととなっ

ているが、作業が全体として遅れている。これは法学研究所のマンパワーに起因するもの

が大きいと推測される。マンパワーの問題は、実態調査の遅延にも大きく影響している。

すなわち、法学研究所は民商事分野に関するすべての調査・研究を約50名のスタッフで対

応しており、本プロジェクトの鳥瞰図作成、及び実態調査を担当しているスタッフは６名

である。彼らは本プロジェクトのみの業務を行っているわけではなく、他業務も兼任して

いるために本プロジェクト活動に割ける時間が限られると予想される。調査時点において

も土地法の体系評価（10 月提出）や 2010 年までの法整備計画策定（11 月提出）などの大

きな業務があった。そのため、本プロジェクトのように、スタッフの業務をプロジェクト

活動のみに確定しない場合は、プロジェクト計画時において、スタッフがどのような業務

分担となっているのか、プロジェクトで行う活動はスタッフの能力を超えていないか、等

を十分に検討したうえで活動内容を確定する必要がある。

　また、当初計画では個別条文に関するデータベース作成などを視野に入れた協力を想定

していたが、他ドナーによるデータベース協力が判明するなどしたことによって、協力内

容自体の大幅な変更を余儀なくされ、結果として日本・ヴィエトナム間で合意できる協力

内容の策定が著しく遅れた。これは、計画段階における他ドナーとの連携の不足が全体作

業遅延の要因であった。計画変更後、他ドナーとの協調や動向把握は円滑に行われている

ものの、プロジェクト計画時にはヴィエトナム側や他ドナーから十分にヒアリングを行

い、支援内容の重複を避けるよう計画することが必要である。

・ヴィエトナム側実施体制

（1）組織構造及び縦割り行政

　本プロジェクトの関係機関は MOJ、SPC、及び SPP の３機関である。組織上、MOJ は

国会の下であるヴィエトナム政府の下、SPC 及び SPP は国会の直属機関となっており、

MOJ と上記２機関に直接的なつながりはない。SPC 及び SPP はヴィエトナム政府と同等

の扱いであり、むしろ組織的には以下の図に示すようにMOJよりも上位の機関となってい

る。ヴィエトナムの組織上、下位機関が上位機関の取りまとめを行うことは非常に難し

い。
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　また、これらは同じ法曹分野であるが、業務としても連携が必要な部分がほとんどな

い。そのため、プロジェクト開始当初は３機関によるステアリングコミッティを開催して

いたが、MOJとして取りまとめを行う必要性がほとんどなかった。そのため、本フェーズⅡ

プロジェクトでは、個々の機関に対してそれぞれ担当専門家が直接対応する形となった。

終了時評価調査時点においては、この形式による協力でプロジェクト活動に対する大きな

影響はなく、ロジスティックス的な業務を除いて、あえてMOJに取りまとめを強いる必要

性もほとんどなくなっている。しかしながら、これは本来 MOJ が行うべきコーディネー

ション業務を長期専門家が行っているにすぎず、プロジェクトのオーナーシップは、ヴィ

エトナム側にあるとの観点からは、現在の形が最適であるかどうかは疑問が残る。また、

SPCとSPP、特にSPPには国別特設研修やセミナーを割り当てられたのみとの認識がみら

れ、プロジェクトに実質的に内包されているとの意識が低い。そのため、プロジェクトの

活動・成果によって、どのような形式が最適であるか、再度検討する必要がある。

　また、ヴィエトナムにおいては「隣の局は赤の他人」的な面が多々あり、局が異なると

横断的なつながりがかなり希薄になる傾向がある。例えば、本プロジェクトで行っている

民法改正共同研究は、３－４－１（3）で述べたように実態調査をMOJ法学研究所が行い、

この調査結果をMOJ民商事局において、改正民法草案に反映させることとなっているが、

それぞれが「調査を行う」「草案を作成する」という自らの責任を果たすことに集中し、

「実態を反映させる」という重要な要素は軽んじられてしまう。横断的な情報共有や協力関

係があまり円滑に進まず、組織的排他性が強いヴィエトナムにおいて、この改善が迅速に

進むとはいい難い。しかし、横断的な協力関係を築くことをヴィエトナム側に継続的に伝

えることは必要であり、同時に、上記同様、全体の責任をとれる組織を決定し、ヴィエト

ナム側に徐々に改善を促すなどの対応が必要である。

図４－１　ヴィエトナム国におけるプロジェクト機関の関係図
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・日本側マネージメント

（1）法整備支援に関する全体目標・長期目標の欠如

　援助国である日本に法整備支援に関する明確な全体目標がなかったことが問題点として

あげられる。一国の法整備に対する支援は、その国の国民生活に直接的・間接的に影響を

及ぼすという点で重要である。また、支援のめざすところは法曹関係者が条文を理解する

という表面的なものではなく、その根底に流れる基本理念・概念を正確に理解するとの目

標に立ち、長期間にわたる協力が必要である。言うまでもなく、これには５年先、10年先

を見越したビジョンが必要であり、また、このビジョンを実現するための全体目標や戦略

が必要である。個々のプロジェクトは、この戦略のなかでそれぞれのステージや明確な個

別目標を打ち出し、すべてのプロジェクトの統合が全体目標の達成につながるよう、計画

する必要がある。

　本プロジェクトは、ヴィエトナムに対する法整備支援として計画されたが、同国の法整

備に対する明確な全体目標を策定する前に、個別プロジェクトとして開始されたため、本

プロジェクト自体の位置づけや目標があいまいなままとなってしまった。日本は世界銀行

や国連開発計画（UNDP）の動向から法整備の重要性を認識しつつも、その具体的な全体

目標や目標達成のための手段を策定するためのコンセプトに欠けている。日本の法分野は

どのような優位性をもっているのか、当該国のどの部分に協力できるのか、当該国がどの

ように発展することを望むのか、そしてそれをどのように法整備分野として支援できるの

か、今後分析・検討する必要がある。

　そのため、フェーズⅢに対する協力を検討する際に、ヴィエトナムに対する法整備支援

の全体目標を併せて検討することが必要である。

（2）JICA のマネージメント方法と当事者意識の希薄

　本プロジェクトの実施機関である JICA のプロジェクト・マネージメント方法と当事者

意識の希薄がプロジェクト活動の進捗に対する阻害要因となっている場合がある。プロ

ジェクト業務には、早急な回答を求められるものや慎重に検討すべきもの、または重要性

の高くないものまで様々な形があり、それぞれ対処方法が異なるはずである。しかしなが

ら JICA 本部のこれらに対する対応には一元的な面がみられ、プロジェクトからの「要検

討」「重要」書類についてもレスポンスがなかったり、資料が迅速に送られず会議直前に資

料を配布して関係者に検討の時間を与えていなかったり、と対応に不備がみられる。本プ

ロジェクトは、月間報告書にみられるように、他のプロジェクトに比してプロジェクト側

からの情報提供はかなり多いと思われるが、これに対する対応が十分でなく、情報が一方

通行となっている傾向がある。そのため、まずは JICA 内でのマネージメント方法を改善
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することが必要である。

　また、本プロジェクトでは非常に多くの短期専門家を派遣しているが、派遣前に十分な

ブリーフィングがなされておらず、帰国後に個々の総合報告書も作成されていない。その

ため、短期専門家は長期専門家との意見の交換は行うが、現地で単発的にセミナーを行う

のみとなり、問題点の抽出やフィードバックがプロジェクトに対して活発に行われていな

い。個々の短期専門家のプロジェクトにおける位置づけを理解して、それがプロジェクト

に対してどのようなインパクトを与えているのか、また短期専門家帰国後にはプロジェク

トに対してどのようなフォローが必要なのか、十分に検討することが必要である。

　さらに、JICAの当事者意識の希薄が見受けられる。プロジェクトから受け取った資料や

情報を「検討してください」と関係者に横流しするだけで、JICAとしてどう考えるかがみ

えてこない。やはりプロジェクト実施組織として「JICAはこう考えるが関係者はどう考え

るか」というスタンスがほしい。

　アジア第一部の主業務のひとつに個別専門家派遣がある。個別専門家派遣では、専門家

自身に比較的自由な裁量が認められ、JICAからの強力なマネージメントはそれほど必要で

はないが、チーム派遣はこれとは異なる。４名の専門家派遣に対する成果は４名分ではな

く、チームとしてそれ以上のものが求められる。これには JICA の強力なマネージメント

が必須である。チーム派遣業務は個別専門家派遣業務とは質を異にすることを十分に認識

し、自らもプロジェクト業務のなかに入り、マネージメントを行う必要がある。

（3）日本側関係者の意識の不統一

　本プロジェクトは非常に多くの関係者が存在し、個人及び関係機関から構成される国内

支援委員会が組織されている。同委員会は、プロジェクトを実施していくうえでのバック

アップ体制として非常に有益であり、長期専門家も国内支援委員会との連携を強め、その

助言・指示を信頼している。一方、関係者が多岐にわたっていることから、プロジェクト

に対する思惑がそれぞれ組織的・個人的に異なり、大枠においての方向性は異ならないも

のの、意見の食い違いがみられる。例えば、これは文言のあいまいさにも起因するが、プ

ロジェクト目標である「法制度整備が促進される」の理解が多少異なっていることが予想

される。関係者の円滑な意見の統一を行い、プロジェクトをよりバックアップする体制を

築くことが必要である。

　また、多くの関係者が過大な国内支援委員数による意思決定の遅さを指摘している。そ

のため、小委員会を作成し、重要な意思決定的なものと事務手続き的なものとを分けて対

応するなどの検討も一案である。
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・本邦研修の位置づけ・実施方法

（1）国別特設研修

　本プロジェクトでは、立法支援や民法改正支援に対する投入として国別特設研修が日本

会計年度につき、４回（MOJ ２回、SPC 及び SPP それぞれ１回）行われているが、プロ

ジェクト目標のあいまいさに起因してこの位置づけが明確ではなく、受入側である法務総

合研究所及び JICA 大阪国際センター関係者に多少の戸惑いがみられる。これは、日本側

はアドホックに対応する立法支援（成果１）と一貫した民法改正支援（成果３）という

認識で研修を行っていたのに対し、ヴィエトナム側は法曹養成（成果４）として研修を

行っているという理解であり、双方間での認識の違いに表れている。また、それぞれの機

関に対する国別特設研修の開催回数と受入れ人数（各10名）を、本プロジェクト計画時に

おいて決定したために、まず回数ありき、人数ありきの研修になったこともあり、研修の

必要性やその位置づけについても明確さに欠けていた。さらに、本フェーズⅡプロジェク

トにおいて国別特設研修と現地セミナーは、それぞれ個々の目的を設定して、アドホック

ベースによる個別立法支援と民法改正支援とに分かれているが、これらについても再考が

必要と思われる。特に国別特設研修では、日本側・ヴィエトナム側双方の対応の遅れから

計画時に必要な諸情報の入手が難しいこと、毎回テーマが異なるために受け入れる研修生

が異なり、帰国後に研修による成果や普及状態を測ることが難しいこと、同じくテーマが

異なるために教材やカリキュラム作成、訪問先の了解を得ること等に非常な時間を要する

ことがその理由にあげられる。以上のことから、法務総合研究所、JICA大阪国際センター

は、研修の位置づけや目標があいまいで、また、同一のカウンターパートが、その都度研

修に参加し知識の集積がみられるカンボジア法整備支援の研修と異なり、毎回参加する研

修員が別の者となることから、研修による成果が発散する傾向にあり、現状のままでは今

後の研修員受入れが難しいとの意見があった。

　また、日本側では研修員の人選にも疑義が生じている。日本側は研修の効果を十二分に

活用するためにも、General Information（GI）で年齢制限を設け、なるべく若いカウンター

パートに知識を習得させ、得た知識が長期間に活用されるよう意図した。これに対して、

ヴィエトナム側は年齢が上でも研修内容に合致した業務を行っているとの理由で年齢制限

はあまり意味がないとの意識がある。これは上述した研修の位置づけのあいまいさにも起

因することであり、日本・ヴィエトナム間で研修に対する理解・位置づけについて十分に

合意する必要がある。

　また、日本側は研修内容に合致しないカウンターパートや研修中にあまり集中できてい

ないカウンターパートの存在を指摘しており、日当目当てのカウンターパートもいるので

はないかとの疑念が生じている（特に SPP 職員にこのような傾向が強くみられる）。これ
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に対する対処としては、他ドナーでも行っていることとして、帰国後に報告会を開催し、

その議事録及びレポートの提出をもって日当を支払う、とする案も専門家の意見として得

られた。

　なお、人選にあたってはヴィエトナム側の権益にかかわってくることでもあり、専門家

はあまり口出しができないのが現状である。人選に対して専門家が関与すると“泥沼”に

なり、専門家業務に支障が出るとの懸念があった。

（2）長期研修員

　本プロジェクトでは、ヴィエトナム側カウンターパートを日本の大学の修士課程若しく

は博士課程にて受け入れ、帰国後に法整備促進に資することを目的として長期研修員制度

を活用している。しかし、同制度のプロジェクトにおける位置づけが明確でなく、研修員

がどのような内容を学び、学んだことを帰国後にどのように活用したいか、プロジェクト

関係者間での認識が定まっていない。名古屋大学大学院（修士・博士課程）は、長期研修

員の受け入れを行っているが、その目的や本プロジェクトにおける位置づけ、帰国後の扱

い等があいまいであるため、名古屋大学では本プロジェクトと関連するような講義・研究

はほとんど行っておらず、同大学としては共同研究としての大学間交流、及び短期的な研

究者育成という位置づけとなっている。本プロジェクトの長期研修員はMOJ職員を中心と

した在職者であるため、大学としても即戦力となり得る人材育成が必要との認識はあるも

のの、プロジェクト内での位置づけと方向性があいまいであるがために、教育内容・研究

内容が必ずしもプロジェクトとリンクしていない。

　また、プロジェクト開始後、長期研修員制度の留学生無償への切り替えが行われたが、

この理由が明確でないことや、これに起因して本プロジェクトカウンターパートが英語力

を理由に留学生無償公募に選出されにくくなっていること、などが問題としてあげられ

る。枠組みを留学生無償から長期研修員へ再変更することや、その目的・支援方法につい

て再度整理する必要がある。

・その他

（1）セミナー開催時期

　立法支援はMOJ、SPP及びSPCそれぞれに対して行っている。これは、ある法令（law、

ordinance、decree 等）に対してセミナー開催を行い、これについてヴィエトナム側が草案

検討 → 起草 → 立法化というひとつのサイクルを行うことで完成する。本分野は、セミ

ナー資料の事前配布や英語力の問題等、小さな問題はあるものの、比較的スムーズに行わ

れている。ただし、セミナー開催時期の設定は改善の余地があるといえる。セミナーの開
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催は、ヴィエトナム側が作成している年間法整備計画、５か年法整備計画に基づいて計画

されているが、実際の制定や改正までに１年以上の隔たりがある場合も見受けられ、セミ

ナー開催による立法作業に必要な基礎知識の習得という成果は達成されているものの、プ

ロジェクト目標の「法制度整備の促進」への貢献が低いといえる。

　これは基本的にヴィエトナム側の事情によって延期された場合がほとんどであり、いわ

ば外部条件であるが、年次協議以降もヴィエトナム側と十分に協議をしたうえで、セミ

ナー開催時期を見極める必要がある。

（2）刑事分野の情報公開の閉鎖性

　ヴィエトナムは民商事法分野と異なり、国家の治安に関する部分についての情報提供に

は極端に消極的である。そのため、この分野を管轄するSPPは情報提供には極端に消極的

である。特に、SPPの組織にかかわる予算配分や人材配置等に関する情報が提示されるこ

とはほとんどなく、検察官の人数等も正確な数字はつかめないのが現状である。「国家は人

によってつくられる」という理念がかなり強いヴィエトナムにおいては、人材育成計画に

関する情報も紙面として入手することは難しい。そのため、SPPに対する協力内容は上記

をかんがみたうえで策定することが必要である。

（3）長期専門家の任期の短さ

　ヴィエトナムは他国に比べて信頼関係をより重視する傾向があり、これは業務の円滑な

遂行にも間接的に影響する。もちろん、これまでの協力によって日本－ヴィエトナム間の

信頼関係は確立されているといえるが、ヴィエトナムでは個人対個人の信頼関係も重要な

要素である。本プロジェクトでは、長期専門家の任期は基本的に１年であるが、初めの数

か月はヴィエトナム側との信頼関係の確立に費やされる割合が比較的高い。そのため、派

遣専門家の交代が多いとその分プロジェクト活動の進捗に影響を及ぼすこととなる。

　しかしながらヴィエトナム側も長期専門家の人間性が分からない時点では１年間の受入

れしか表明できず、日本側としても、日本の法曹関係者は非常に多忙であり、２年間の派

遣が難しい。よって任期が１年間となる場合もあることや、信頼関係確立に費やされる時

間を考慮しつつ、プロジェクト成果や活動は無理のない計画を作成する必要がある。

４－２　結　論

（1）立法支援、鳥瞰図作成、改正民法支援、法曹養成とも、それぞれ成果をあげており、ま

た、評価５項目の観点からも一定の評価が確認できたことから、プロジェクトとしておおむ

ね成功したと結論づけられる。
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（2）ただし、鳥瞰図作成及び改正民法支援における実態調査については 2003 年３月完成を目

処としていることから、協力期間の同月末までの延長が妥当と判断される。

（3）また、知的支援的な側面が強い法整備分野への協力においては、人材育成の成果が目に見

えるようになるまで多くの時間を有し、個々の成果をより発展させるためには協力の継続性

が求められる。加えて、大幅な民法改正の必要性から最終草案の国会提出が 2004 年末、又

は 2005 年初頭と変更された背景をかんがみ、今後もヴィエトナムに対する法整備支援は必

要と判断される。

（4）個別立法支援はアドホックな対応とならざるを得ないために全体としてのゴールはなく、

これに対する協力形態は今後の検討が必要であると思われるが、民法改正支援、及び現在設

立が検討されているThe National Judicial Academyのキャパシティー・ビルディングを対象

とした法曹養成支援については、特に今後の支援が必要である。

（5）そのため、フェーズⅢプロジェクトの協力の実施について検討を提案したい。
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第５章　提言と教訓

５－１　提　言

　当該プロジェクトに関する提言は、次のとおりである。なお、これらはプロジェクト終了まで

に行われることが望ましいことに加えて、フェーズⅢプロジェクトの実施においても採用するこ

とが望ましい事項である。

（1）当初計画の重要性（投入主義から成果主義へ）

　本プロジェクトでは、日本として初めての法整備支援ということもあり、その計画にあ

たっては試行錯誤的な部分がみられたが、今後はプロジェクト開始時にプロジェクトデザイ

ンを明確に示す必要がある。プロジェクト目標が何であり、それを達成するためにどのよう

な成果が必要であり、そのためにはどのような活動が必要であるか、その活動のために必要

な投入は何であるか、またそれぞれを測る最適な指標は何であるかなどを明確にすること

は、プロジェクト活動を円滑かつ効率的に進めるために必須である。また、併せてPO１、APO２

を作成し、それぞれの詳細活動やその期間を明確にし、進捗の把握を容易にするとともに、

自己評価に活用することが望まれる。

（2）関係機関、関係者間の意思疎通

　プロジェクトのスムーズな実施には、プロジェクトに関するヴィエトナム側関係機関、関

係者の良好な意思疎通が必要である。本プロジェクトでは前述のとおりステアリングコミッ

ティが機能せず、実質的に長期専門家がコーディネーションを行ったために問題は生じな

かった。しかし、プロジェクトのオーナーシップはヴィエトナム側にあるとの日本側の立場

から、及び、それぞれ個別のチームではなくプロジェクトとして行っている以上は、形式は

どうあれ活動内容に沿った関係者間の意思疎通やそれぞれの活動に対する検討が必要である

と思われる。また、それぞれの機関が個々に活動計画を策定するのではなく、プロジェクト

としてのまとまりをもった活動計画を策定すべきである。

（3）長期専門家のより有効な活用

　本プロジェクトには４名の長期専門家を配置しているが、プロジェクト開始当初、個々の

専門家のタームズ・オブ・レファレンス（TOR）が明確でなかったがために、ヴィエトナム

１  PO（Plan of Operation）：プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）に示された活動を行うため、実行時期・期間、予算・

投入量、担当・責任者等を書き込んだ協力期間全体の計画表
２ APO（Annual Plan of Operation）： POを更にブレイクダウンして詳細に書き込んだ年間活動計画表
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側及び日本側関係機関との折衝や他ドナーの動向調査というコーディネーションが実質的な

主業務となっている。プロジェクトにおける長期専門家の位置づけを明確にし、それぞれに

求められる役割に沿って専門家を配置する必要がある。また、長期専門家は法分野の十分な

知識・経験を有していることから、活動内容に照らし合わせて長期専門家による現地セミ

ナー開催数を増やすことや、本プロジェクトの技術移転に対するTORを拡大するなど、長期

専門家のより有効な活用方法を検討する必要がある。

　また、国内支援委員会に意思決定権を集中させていたため、国内支援委員会に懸案事項を

諮ることを待つこともあり、円滑な実施を阻害している場合がある。そのため、現地中心で

活動が行われる事項については、専門家及び JICA 事務所が決定することが望まれる。

（4）フェーズⅢプロジェクトの協力形態

　フェーズⅢプロジェクトの必要性が認められた場合、協力内容については今後の調査に委

ねるが、その協力形態を再考する必要がある。本フェーズⅡプロジェクトでは個別立法支

援、法体系のあり方の提示（鳥瞰図作成、民法改正支援）、及び法曹養成という３本柱の成果

からプロジェクトの枠組みを策定したが、これらを包含する形でプロジェクト目標を決めた

ために非常にあいまいな表現とならざるを得ず、またそれぞれの成果の目標とのつながりも

明確ではなかった。そのため、フェーズⅢプロジェクトでは図のように整理し、フェーズⅡ

プロジェクトにおける成果をサブ・プロジェクトとして各サブ・プロジェクトの目標に置く

ことも一案である。また、本フェーズⅡプロジェクト

の上位目標はかなり幅広い表現となっていることか

ら、スーパーゴールとして位置づけることが適当では

ないかと思わされる。

　これによって個々のプロジェクトの目標や成果、活

動内容が明確となり、PDM 上の整理も容易になるこ

とに加え、ヴィエトナム側関係機関の横のつながりも

整理しやすくなると思われる。例えば民法改正プロ

ジェクトは司法省（MOJ）のみがカウンターパートで

あるのに対し、法曹養成プロジェクトではThe National

Judicial Academy の形式・内容にもよるが、MOJ、最

高人民裁判所（SPC）、最高人民検察院（SPP）の３者

が関係するため、これらの連携が必要と思われ、法曹

養成のみに関する小委員会（ステアリングコミッ

ティ）の設立などプロジェクト間の明確な仕分けがで
図５－１　フェーズⅢプロジェクト

概念図（案）
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きるためである。

　また、フェーズⅢプロジェクトでは、プロジェクト開始前に、日本・ヴィエトナム間の共

通認識の確保や協力形態、プロジェクト目標、協力内容の確定等をフェーズⅡプロジェクト

以上に厳密に行う必要があることから、基礎調査や事前調査等に十分な時間をとり、本

フェーズⅡプロジェクトの反省点の解決を行う必要がある。そのため、フェーズⅡプロジェ

クトは必ずしもこれと連続してフェーズⅢプロジェクトを行う必要性はなく、プロジェクト

のスキームが十分に固まってから開始すべきである。

（5）国内支援体制

　多くのフェーズⅡプロジェクト関係者の意見として、国内支援委員会の肥大化があげられ、

これによる意思決定の遅さや、それぞれの責任範囲内のみの発言などが指摘されていた。その

ため、より小回りの利く国内支援体制とすることを目的に、以下の体制を一案として提案す

る。

①　法整備支援戦略委員会：他国の法整備支援プロジェクトを含めた法整備支援全体に関

する助言を与えることを目的とする。委員は各協力分野の学識経験者数名とする。開催

回数は年１回又は２回程度。

②　作業連絡委員会（仮称）：ヴィエトナム側関係者及び現地専門家に対して法整備プロ

ジェクト全体に関する助言・指導を与えること、及びプロジェクト活動にあたっての比

較的大きな諸問題の解決のための情報交換を目的とする。委員はプロジェクト関係者と

する。開催回数は四半期に１回程度。

③　作業部会（仮称）：サブ・プロジェクトごとに設置し、プロジェクトに直接関係する

ヴィエトナム側関係者及び長期専門家に対して助言・指導を与えること、及びプロジェ

クト活動にあたっての諸問題を解決することを目的とする。委員は各プロジェクト関係

者と日本側各機関の窓口とする。開催回数は隔月１回程度。

　これらをヴィエトナム側及び長期専門家も含めた形で図示すると、図５－３のとおりとな

る。
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（6）国別特設研修・現地セミナーの目的・位置づけ及び相互関係の明確化

　フェーズⅢプロジェクトにおける国別特設研修と現地セミナーの目的・位置づけ及び相互

関係を明確にすべきである。また、国別特設研修は民法改正支援に特化し、個別立法支援は

長期専門家及び短期専門家による現地セミナーにて対応するなど、その内容についても検討

が必要である。カンボジア法整備プロジェクトでは民法及び民事訴訟法の起草に対する支援

を目的として研修受講生をある程度確定している。そのため、知識習得が早く、研修の成果

が目に見える形で表れている。これを参考にするのも一案であろう。さらに、国別特設研修

の成果を補助する、若しくはその普及を助ける意味での現地セミナーの位置づけや内容等に

ついても再度検討を要する。

５－２　教　訓

　当該プロジェクトから導き出された他の類似プロジェクトの発掘、形成、実施、運営管理、評

価に参考となる事柄としては、次のとおりである。

（1）他ドナーとの協調

　本分野については国連開発計画（UNDP）、アジア開発銀行（ADB）、デンマーク国際開発

庁（DANIDA）、スウェーデン国際開発協力庁（SIDA）など他ドナーとの協調をより深める

ことを検討する必要がある。現時点で本プロジェクトは他ドナーから重要なプロジェクトの

うちの１つとして認識されており、また DANIDA は SPC に対して人材育成支援を行ってい

る。これらから、本分野における他ドナーのヴィエトナムに対する協力内容や立場を把握

し、また他ドナーが日本に期待する協力内容などを把握しつつ、今後の協調をしていくこと

図５－２　フェーズⅢプロジェクト組織図（案）
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が望まれる。

（2）知的支援の評価

　法分野のような知的支援に関するプロジェクトを評価する場合には、人材育成や能力開発

の程度を正確に把握することが難しいことから、その評価も難しいと考えられる。今後、同

種のプロジェクトの評価に関しては、学術的評価手法の開発導入が望まれる。

（3） プロジェクト・サイクル・マネージメント（PCM）評価における指標の選定

　本終了時評価調査では、調査団員、国内関係者及び長期専門家とで幾度も検討して指標を

決めたが、これらは必ずしも確定的な指標ではない。プロジェクトでは、開始前と開始後と

で得た技術や知識の差からその成果を測るものであるが、知的支援という側面の強い法整備

支援プロジェクトでは、分野としての特殊性から一概に成果を測ることが難しい。すなわ

ち、立法作業担当者の個別的な知的レベルを測る術がないうえに、法律はそれぞれの国の歴

史的背景や国家としての主義・政治的要因などが絡み、行った助言が必ずしも法律に反映さ

れるわけではない。また、支援を受ける側も一国のみの助言に頼ることはなく、多くの国の

助言を得て受入国に適した形に修正するものであり、例えばある部分に対して日本の協力が

反映されたと特定することは困難である。

　これらの要因から、知的支援分野の評価にあたってはプロジェクトとしてのインパクトを

いかに測るかにより重点を置く必要があり、また個別の成果としてはより細分化した形、す

なわち個々の現地セミナーにおける理解度をテストを通じて測るなど、により測定すること

が適当と思われる。

　いずれにせよ、法整備分野における目標・成果の指標については今後も継続的な検討が必

要である。

（4）評価コンサルタントの適切性

　本評価調査では、第三者による客観的評価を行うことを目的としたため、計画評価担当団

員を除いて本プロジェクトとは一切かかわりをもたない人物を評価者として選定し、評価分

析担当団員についてもプロジェクト評価に係る知識・経験のあるコンサルタントを選定し

た。しかしながら、本調査団評価コンサルタントは法律に関する知識は持ち合わせておら

ず、法律用語や法学に係る基本的知識・背景を理解していないために、短期間で行う評価調

査の進捗に影響を与えた。そのため、今後法分野の評価調査を行う場合には、第三者評価と

いえども同分野に関する理解を持ち合わせた評価コンサルタントを選定するか、若しくは評

価コンサルタントと併せて、法律専門のコンサルタントを配置するか等の対応を検討すべきで
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ある。

（5）長期研修員の積極的活用

　長期研修員を本邦の大学で受け入れる場合、受入前に日本語教育を行っているが講義は基

本的に英語で行われており、また講義内容も日本法に関するものもあるものの、英米法や国

際法などが中心となっている。そのため、長期研修員は日本の大学で法学を学んではいる

が、必ずしも日本法に関する知識が多いとはいえない状況である。日本が他国に対して法整

備支援を行うにあたって、本プロジェクトのような法整備支援プログラムをより円滑に、有

効に進めていくためには、日本法に精通したカウンターパートの支援が重要な要素となり得

る。したがって、ヴィエトナム人研修員が日本語で日本法を学ぶには相当なる日本語教育が

必要ではあるが、研修員受入れに際しては、日本語による日本法の教育を行うのも一考に値

する手立てであると思われる。長期的課題として検討すべきである。

５－３　評価の技術的側面に関する分析（技術評価団員所感）

（1）今回、ヴィエトナム重要政策中枢支援（法整備支援フェーズⅡ）の終了時調査団の一員と

してハノイを訪問し、私が参加しただけでも、インタビュー・討議・打合せ・報告書作成な

ど20時間を超える、昼夜にわたる調査作業に携わった。まずは、ご協力頂いた、現地専門家

の方々、現地 JICA 事務所の方々、ヴィエトナム側カウンターパートの皆様に御礼申し上げ

たい。また事前に現地に入って多くの資料・指標を収集されたコンサルタント団員の方々、

そして最後になったが、同行させていただいた JICA の梅崎団長・石亀団員にも御礼申し上

げたい。

　私としては、JICAによる評価調査の実務に参与した初めての経験であり、むしろ私の方こ

そ学ぶところが多かった、というべきであるが、この場では、この評価調査作業の技術的側

面について、私なりの感想や分析などを、あまり整理できていない形ではあるが、若干、申

し述べたい。

（2）今回調査は、「法整備支援」というプロジェクトについて、JICA が開発した PDM による

「上位目標・プロジェクト目標・成果」を「活動・投入・指標」によって測定する手法、及び

PCMの５項目（妥当性・有効性・効率性・インパクト・自立発展性）による評価という手法

を、比較的厳密に採用した評価調査となった。

（3）その特徴をあげれば、第一には、PDM枠組み及び PCM手法を、それほど大きな違和感な

く「法整備」プロジェクトについても利用できた点ではないだろうか。第二には、ヴィエト
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ナム側カウンターパートについていえば、調査当初は繰り返されるインタビューにやや遺憾

感をもったものの、結論的には、今回の共同作業を通して、フェーズⅡの過程全体を系統的

にレビューする好機となったかもしれない点である（更にいえば、次のプロジェクトを今後

デザインしていく際のヒントを与えたかもしれない）。第三には、現地の長期専門家や事務所

スタッフには調査団に長時間付き合っていただく結果となり、それに見合った新しい諸「発

見」が数多くあったかどうかは分からないが、この過程のなかで、日本側もまた全体とし

て、このプロジェクトについて系統的にレビューする好機となったかもしれない点である。

この第二、第三の点については、実は、政府・自治体レベルで行われている「政策評価」「行

政評価」においても、個別の達成を測定することのみならず、プロジェクト当事者たちがこ

れまでの活動過程全体を系統的に回顧できる面がみられるのだが、それと類似した点であっ

たように思われる。

（4）また、10 月３日の調査団対処方針会議の際に指摘された点、例えば、民法改正作業が、

ヴィエトナム側の当初の予定を超えて、大規模かつ根本的なものになったことを、作業の遅

れとしてマイナスに評価するのか、「プロジェクト目標」に近づいたという点でプラスに評価

するのか、という点について、ヴィエトナム側からも大筋で「成果」として評価されていた

点は、興味深い。

（5）以上の（3）、（4）を踏まえると、PDMによる評価枠組み及び PCMによる５項目評価は、

今回の場合、比較的有効であったと考えられる。

（6）他方、今回調査において、やや苦労した点は、PDMにいう「プロジェクト目標」から導か

れる「成果」（今回の場合は４項目）をどのように設定し、それをどのように報告書に正確に

表現できるか、また「プロジェクト目標」及び諸「成果」の達成を測定する各「指標」を実

際にどのように設定し、それをどのように正確に報告書に表現できるか、という点であった

と思われる。

①　この点については、現行の PDM 枠組みを前提とするならば、今後は、第一に、大本

となる「プロジェクト目標」それ自体を、プロジェクト終了時に行われる評価を考慮し

て、つまり、評価時において諸「成果」に明瞭に分解可能であるように、より明確な形

で定立しておくことが必要になると思われる。ただしこの場合、評価作業のための目標

設定という本末転倒が起こらないようにすることは、当然である。

②　第二には、「プロジェクト目標」と「成果」の達成を測定する「指標」を、現地に入る

前に、できるだけ明確に設定しておくことが望まれる。
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③　第三には、実際にこの間行われた諸活動・諸投入のなかで、アドホック・ベースのも

のが比較的多く、これをいかに「成果」に取り込み、また「指標」で測定するかを、現

地で検討しなければならなかったことが、作業に苦労をもたらしたと思われる。評価作

業の観点からはアドホック・ベースの諸投入・諸活動は少ないほうが望ましいであろう

が、これらは他面ではカウンターパートからの要請に応えるものでもあって少なくしに

くい面もあり、なかなか悩ましいところである。

（7）上記③は、例えば、当初「目標」について、一定期間ごとに「中間評価」（モニタリング）

を行い、当初｢目標｣の明瞭性を損なわない形で、アドホックな、また事後的な活動・投入を

できるだけ取り込んで「目標」の微調整・再体系化を図っていく、という手法も考えられよ

う。

（8）今回調査の、物理的な面でやや苦労した点は、厳密さの裏側として、各「指標」に基づく

諸データ（インタビュー・文書資料など）の収集に多くの時間を費やした点かもしれない。

こうした時間的・人的コストの面については、今後、それこそ「効率化」することが望まれ

るが、例えば、現地に入る前に日本であらかじめ諸データを収集・整理しておくことが考え

られるとしても、実際にはなかなか難しく、これも悩ましいところである。

（9）次いで、PCMによる５項目評価についていえば、法律改正というプロジェクトの「インパ

クト」の測定や、法律起草能力といった人材養成のプロジェクトの「有効性」や「自立発展

性」の測定については、どちらも現時点では測定するだけの期間が経っていないこともあ

り、今回調査においては大きな論点とはならなかったのであるが、今後、多くの法律が改正

されたり、法律専門家養成学校が本格的に機能し始めた場合に、その「インパクト」や「有

効性」などをどのように測定するのか（｢指標｣の設定にかかわる問題）、またこの５項目で

十分なのか（PCM それ自体の適用可能性の問題）が問題となってくると考えられる。

（10）今回の評価用 PDM（PDMe）のいくつかの具体的な指標について、若干の指摘をしておき

たい。

①　「成果」１の「指標」１と２、「成果」４の「指標」１の測定結果については、アンケー

ト結果の分析を利用して今回は数値化しているが、このように、数値化できる箇所につい

ては数値で示すことで、成果が一層分かりやすくなると思われる。ただしその際には、成

果が明瞭に定式化されていることと、それに添った形でセミナー・ワークショップの際に

アンケート設問を工夫することが必要になる。
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②　「成果」２の「指標」１については、「鳥瞰図がいつごろまでに提示される」といった形

で、また「成果」３の「指標」２については、「いつごろまでに、社会調査が実施される」

といった形で設定することで、達成を測定することも考えられよう。

③　「成果」４の「指標」２については、より直裁に、カリキュラムやワークブック、ワーク

マニュアルが編集・作成・利用されているかを問うという指標が良いのではないか。

（11）PDM の枠組みについても、（6）で述べた点を考えると、法整備支援プロジェクトを評価

する場合、「上位目標」「プロジェクト目標」「成果」「活動」という４階層で十分か、必要で

あるのかという点も、今後考えてみるべき課題であるかもしれない。また、プロジェクト遂

行過程でそれぞれの当事者が実感として感じていたいろいろな不都合〔今回であれば、「提

言」にまとめられた３点（５－１（1）～（3）〕を、この評価の枠組みが十分にすくい取れた

のかどうか、あるいはすくい取れるようにするには、「成果」項目の設定や「指標」の設定で

どのような工夫ができるのか、という点も、考慮すべき課題かもしれない（実際には、実感

レベルでの不都合は、評価枠組みの外で、例えば、フリーディスカッションの場などですく

い取られる場合があると思われ、それをどう評価枠組みに反映させるかは、必ずしも明瞭で

はなかったかもしれない）。

（12）最後に、これは評価調査それ自体ではないが、民法改正草案についての「社会調査」報告

会に参加できたことは、ヴィエトナムが現在、都市化、外資導入、国家でも個人・地域でも

ない中間団体の叢生という事態に直面していることを垣間見る機会となり、大変印象深かっ

たことを、記しておきたい。





付　属　資　料

　１．調査日程

　２．主要面談者

　３．ミニッツ

　４．評価グリッド

　５．当初の PDM

　６．PDMe

　７．プロジェクト活動の概略
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１．調査日程

調査期間：2002 年 10 月９日～ 10 月 26 日

（コンサルタント団員）

PDMe：評価用プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）

MOJ ：司法省

SPP ：最高人民検察院

UNDP：国連開発計画

SPC ：最高人民裁判所

日 順 月日（曜） 用　　　務 宿泊先

１ 10/9（水） 名古屋→（香港）→ハノイ ハノイ

２ 10/10（木）
午前　専門家との打合せ

午後　資料確認、専門家との打合せ
同　上

３ 10/11（金）
午前　インタビュー調査：専門家

午後　資料整理（評価グリッド）
同　上

４ 10/12（土） 終日　資料整理（インタビュー議事録作成） 同　上

５ 10/13（日） 終日　資料整理（評価グリッド調査結果、PDMe作成） 同　上

６ 10/14（月） 終日　インタビュー調査：MOJ 同　上

７ 10/15（火） 終日　インタビュー調査：MOJ、SPP、UNDP 同　上

８ 10/16 （水） 終日　インタビュー調査：国別特設研修帰国研修員 同　上

９ 10/17（木） 終日　インタビュー調査：現地セミナー参加者 同　上

終日　インタビュー調査：SPC、現地セミナー参加者
10 10/18（金） 　　　インタビュー結果まとめ及び分析　　　　　　　　　

同　上

11 10/19（土） 終日　報告書作成 同　上

〜 〜 官団員に同じ 同　上

12 10/26（土） ハノイ→（香港）→名古屋
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日 順 月日（曜） 用　　　務 宿泊先

11 10/19（土） 東京→ハノイ ハノイ

12 10/20（日）
終日　コンサルタント団員からの結果報告

同　上
　　　専門家及び団内打合せ 　

午前　JICAヴィエトナム事務所との打合せ

13 10/21（月）
　　　MOJとの協議

同　上
午後　SPCとの協議　

　　　SPPとの協議

終日　合同評価会の開催
14 10/22（火） 　　　レセプション（MOJ主催） 同　上

　　　ミニッツ案作成

午前　合同評価会の開催
15 10/23（水） 午後　ミニッツ作成 同　上

　　　レセプション（SPC主催）

16 10/24（木）
終日　ミニッツの修正・確認

同　上
　　　レセプション（SPP主催） 　

午前　MOJ民法改正実態調査報告会参加

17 10/25（金）
午後　在ヴィエトナム日本国大使館報告

同　上
　　　ミニッツ署名　

　　　レセプション（調査団主催）

18 10/26（土） ハノイ→東京

（官団員）
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２．主要面談者

（1）ヴィエトナム側

〈司法省（MOJ）〉

Mr. Nguyen Huy Ngat Director,

Department of International Law and Co-operation

Dr. Dinh Trung Tung Director,

Department of Civil and Economic Law

Dr. Tran That Director,

Department of Management of Nationality Public Notary Legal

Expertise Civil Registry

Mr. Hoang The Lien　　 Director,

Institute for Law Research

Mr. Nguyen Van Huyen 　 Deputy Director,

Legal Professional Training School

Mr. Hoang Thi Ngan Deputy Director,

Department of International Law and Co-operation

Mr. Hoang Phuoc Hiep Deputy Director,

Department of International Law and Co-operation

Mr. Le Hong Son Deputy Director,

Department of Management of Lawyers and Legal Consultation

Ms. Du Thi Thuy Lan 　　 Staff,

Department of Management of Nationality Public Notary Legal

Expertise Civil Registry

Dr. Nguyen Kim Thoa 　      Staff,

Department of Criminal and Administrative Law

Ms. Tran Huyen Nga Staff,

Department of Civil and Economic Law

Mr. Dinh Troug Nghia Staff,

National Registration Agency for Secured Transactions
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〈最高人民裁判所（SPC）〉

Mr. Ngo Cuong　 Deputy Director,

Institute for Judicial Science, National Project Coordinator of the

Legal Reform Project

Mr. Nguyen Van Luat　 Deputy Director,

Institute for Judicial Science

Mr. Chu Trung Dung　 　　 Legal Expert,

National Project Secretary

Ms. Bui Thi Dung Huyen Legal Expert,

National Project Secretary

Mr. Ngo Van Nhac　 Legal Expert,

National Project Secretary

Mr. Le Manh Hung　　　 Legal Expert,

National Project Secretary

Mr. Hoang Thi Thanh　 　 Legal Expert,

National Project Secretary

Mr. Vu Tien Tri　 Legal Expert,

Institute for Judicial Science

Ms. Dao Thi Minh Thuy　 Secretary

Ms. Nguyen Thi Van Huong Legal Expert,

Civil Division

Ms. Tran Thi Hoa　　　 Legal Expert,

Civil Division

Mr. To Dung　 Legal Expert,

Economic Division

Mr. Nguyen Van Ouang 　 Legal Expert,

Economic Division

〈最高人民検察院（SPP）〉

Dr. Khuat Van Nga Deputy of General Procurator

Dr. Vu Moc Deputy Director,

Institute, National Project Coordinator

Miss. Hoang Thuy Hoa　 Project Secretary
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Miss. Khuat Le Minh　 Project Secretary

Mr. Tran Dink Khanh Deputy Chief,

Economic Labor Cases Division

Mr. Tran Cong Phan　 　　 Chief,

Foreign Relation Department

Mr. Lai Hop Viet Chief Editor,

Procuratorial Magazine

Mr. Mai Anh Thong　 　　 Procurator,

Criminal Cases Division

Mr. Au Van Tu　 Chief,

Complains Division

Ms. To Thi Munh Tom　 Senior Procurator,

Division of Custom and Reform

Mr. Le Minh Tuan　 Procurator,

Institute for Procuratorial Science

Dr. Nguyen Ngoc Khanh　　 Institute for Procuratorial Science

Mr. Nguyen Minh Dut　 　　 Deputy Chief,

Division of Investigate of Security Cases

Mr. Nguyen Van Nhung　 　 Senior Procurator,

Division of Judgment Execution

Mr. Pham Thank Tuih　 　　 Senior Procurator,

Division of Judgment Execution

〈その他〉

Mr. Chu Duc Nhuan Deputy Director,

Government Legislative Bureau

Mr. Nguyen Quang Viet Chief,

Security Committee Legislative Bureau

Mr. Nguyen Huu Chu Ministry of Foreign Affairs, Asia Deapartment, Japan Section
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（2）国際協力機関

〈国連開発計画（UNDP）〉

Ms. Rini Reza Senior Assistant Resident,

Representative/Head Governance and Public Policy Reform Unit

Mr. Luu Tien Dung　 Programme Officer,

Governance and Public Policy Reform Unit

（3）日本側

〈個別長期専門家〉

河津　慎介

杉浦　正樹

柳原　克哉

〈オブザーバー〉

佐藤　安信 名古屋大学大学院国際開発研究科　教授

〈在ヴィエトナム日本国大使館〉

藤原　浩昭　 参事官

菊森　佳幹　 二等書記官

〈JICA ヴィエトナム事務所〉

金丸　守正　 所　長

子浦　陽一　 所　員

仲宗根邦宏　 所　員
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